
山支阜経済ノぐγ：il｝偏集38巻川｝（2004年）

高齢化福祉社会財源としての

　消費税の意義と改革課題

一一 一 福祉口的税化視点からの統計図表による検証を中心に
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　おわりに

はじめに

　少tt高齢化社会において増加する一方の社会保障財源，特にその1迎要素

をなす基礎年金，老人医療，介護費用を保ll灸料の増加に頼ることの是非はと

もかくとして，税の面では，消費税に頼らざるをえなくなるであろうこと

は，多くの国民の中に，次第に浸透しつつあるといえるのではなかろうか，
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しかし，税収増加の必要性がどれほど自明のことであったとしても，そして

行財政改革（「ムダ」の排除）を前提にしたうえでのことであったとしても，

大型増税が政治にとっていかに困難であるかは，消費税導入の経過をみれば

明らかであるし，また長期の経済停滞に陥ったまま今日に至っている現実か

らしても明らかなことである。

　こうした政治，経済上の困難さから考えられやすい一つの打開策は，上述

主要社会保障財源を，消費税の目的税化とその税率アップによって確保する

ことであろう。しかし，税の一般論としては，消費税は道路特定財源（道路

の整備）のような目的税化には馴染みにくい性格のものだといえるし，また

仮にこれを目的税化すれば，安易な増税を招きかねなくなるとの懸念も生じ

るであろう。そうした懸念にもかかわらず，基礎年金のような全高齢者の最

低限的生活手段である分野については，目的税化した消費税で確保しようと

すること，例えば基礎年金に必要な財源の二分の一を当てるという形で固定

化することによって確保しようとすることは，それなりにわかりやすく，説

得性をもちやすい面もあることは確かであり，これを税の一般論に立って単

純に否定することは，差し迫った財源確保の必要性の大きさという現実の重

みからして，正しいとはいえないようにも思う。

　消費税を目的税源化するにせよ，しないにせよ，いずれ社会保障財源を確

保するためには，その税率アップの理由にそのことを最大の理由としてあげ

なければならないという事実は，疑問の余地のない重い現実である。現に平

成11（1999）年度，12年度の予算総則には，消費税税収分は基礎年金，老人

医療，介護の財源に充当すると明記されている。すなわち，すでに日本財政

は，事実上の消費税目的税化（間接的で緩やかな日的税化）を認めていることを

確認しておく必要がある。

　本稿では，こうした視点から，ヒ述社会保障二分野の財源を「消費税増税

の不可避性」との認識に関連させて検討する。なかでも，少なくとも基礎年

金については，消費税を目的税化することによって，財源を確保したいとの
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考えを述べようとするものである，年金問題は，今日の内政問題で最大級の

課題をなしている。従来どおり，保険料負担方式との妥当な組み合わせで維

持，発展させようとする方途をいちがいに否定するものでないが，同時に目

的税化によって，ぜひとも財源確保を達成したいとの念願からの検討である

ことをあらかじめお断りしておきたい。

　以下第1章では，消費税収で基礎年金財源を賄うための試算例を取リヒげ

る，第1節では，li三｜税分である消費税収で基礎年金・医療・介護の三分野に

必要とされる財源を賄った場合，消費税収の規模とそれに見合う消費税率は

どれくらいになるかの試算例でみる．第2節では，三分野の社会保障財源の

うち，基礎年金財源のみを賄った場合を，第1節と同様に試算例でみる，第

3節では，第1節，第2節とは異なった条件で，基礎年金財源を賄う事例案

を取り上げる，第4節では，消費税収すべてを社会保障財源に特定化した場

合のメリットについて触れたい．

　第II章では，消費税の福祉目的税化問題を取り上げる、第1節では，消

費税率引き．ヒげの不NJ避性について，アンケート，外国の例も参照して述べ

る。第2節では，消費税導人の経緯を述べ，次いで福祉目的税化を検討する

ことで，基礎年金財源に消費税が充当されるべきことの理山を述べる。第

III章第1節では，消費税率を引き上げることによって，消費税がもつ逆進

性が大きくなるが，この逆進性を緩和するためには，どのような対策を講じ

ればよいかを検討する，第2節では，消費税を福祉目的税化した場合，現行

の消費税制不備を改淳する観点から，益税問題とその縮小対策について考察

する．

　本稿では，以ヒの諸点につき，厳密な理論的検討というよりも，数多く試

みられている社会保障財源の動向予測を，主に，統計図表の紹介を通して検

討することに重点を置くことにしたい．数値動向と予測を予備的に念頭に置

いておくことは，理論検討のうえでも必要かつ有益と思えるからである．
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1消費税収で基礎年金財源を

　　賄う場合の試算例

　第1章では主に，将来の少子高齢化に伴う基礎年金財源不足問題の解決策

の，一一つの手段として，国分の消費税収で，基礎年金財源全額を賄うとした

場合の税収量の試算例をみることにしたい。

　基礎年金，医療，そして介護を含む社会保障関係費は，年々増加傾向にあ

る。これは，国の予算における社会保障費の推移をみてもすぐにわかる。特

に，その内訳中の社会保険対象分野（年金，医療中心）の占める割合がきわめ

て高い（図表1）。今後も，少子高齢化を前提とするならば，社会保険対象関

係費は確実に増加していく。

　今口，本稿で取りヒげようとしている年金財源不足問題は，年金徴収方法

とその運用にも問題がある。当然ではあるが，少子高齢化社会を支えていく

ためには年金も含めた社会保障制度を見直し，改善する必要がある。その場

図表1　国の予算における
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o社会保障関係費 11、413（1〔〕0．0）　　　39，29，　2（100．0）　　　8こ，1こ4（100．0）　　　95，740（100．0）

生活保護費
社会福祉費
社会保険費
保健衛生対策費

失業対策費

2、17ユ　（　19．0）　　　　　5，348　（　13．6）　　　　　9、559　（　1L6）

L114　（　　9，8）　　　　　　6、1二8　（　15．7）　　　　　13、698　（　16．7）

5、874　（　51．5）　　　　　2327ア　（　59，3）　　　　　51、095　（　62．2）

L406　（　1ユ．3）　　　　　　こ、ア38　（　　7．0）　　　　　　3，981　（　　4．8）

847　（　　7A）　　　　　1、741　（　　4．4）　　　　　3，791　（　　4．6）

10、816（11．3）

2〔L｛｝42　（20．9）

56587（59．1）
」、6こ1　（　　4．8）

3、674　（　　3．8）

厚’ヒ〃∫働省予算 12、216　（　20，0）　　　　41595　（　35．6）　　　　86，416　（　　7．5）　　　　99、920　（　　2．6）

般　歳　出 59，960　（　16，9）　　　　1：）8、40S　（　23．2）　　　　307，33ユ　（　10．3）　　　　3こ5．854　（△0．0）

（資料）　厚生労働省ノ｛臣’1’1房会計課調べ

（注）1　（）内は構成比・ただし，厚生労働省予算及び・般歳出欄は対前年f申び率　△は減．

　　2　社会保険費には，福祉年金及び児竜手当に要する費用が含まれ、労災保険に要する費

　　用は含まれていない
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合，高齢者の特性から医療，介護の社会保障関係費は確実に増加するであろ

うから，増加を抑制するシステムも全体的に構築されなくてはならない。こ

れは年金制度についても同様である。あるいは，将来の生活を営む者にとっ

ても自助努力が必要である。

　しかし，基礎年金はすべての国民が老後を安心して暮らせるように目指し

た年金制度1〕である．もし持続可能で安心のできる制度として確立すること

ができるならば，老後生活の安心を国民が確保することができる。この安心

確保のために，基礎年金はすべての国民に給付されるべきものである。そこ

で，第1節では，高齢者に給付されると考えられる基礎年金，医療，介護に

かかる社会保障関係費をすべて消費税で賄うのであれば，消費税収はどれほ

ど必要でありどれほど消費税率を引き上げなくてはいけないのかの試算例を

あらかじめ取りヒげることにする，本稿では，税負担はもっぱらあるいは主

に消費税増税に依拠せざるをえないと前提していることをあらかじめ記して

おきたい。第2節では，社会保障関係費のうち基礎年金のみを消費税で賄う

のであれば，消費税収はどれほど必要でありどれほど消費税率を引き上げな

くてはならないのかの試算例をみることにする。第3節では，他の方法で社

社会保障関係費の推移
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3、471　（　　3，0）　　　　　2、936　（　　ユ．1）ミ　　　　　3、438　（　　2．1）　　　　　3、795　（　　ユ．3）　　　　　1、298　（　　2．4）

120，521（6．4＞　144、766（2．9）li67，669〔8．ユ）　174、251（3，9）　180、421（r，．5）

、＿、＿、．　，　　へ 1、　　 ．＾、　．．＿　ノ　　＾ ．、1
353」31　（　　3．8）　　　421、417　（　　3．1）i　　　468，878　（　　5．3）：　　　480、91」　（　　2．6）　　　486，589　（　　12）

　　　また．雇用保険に要する費用は失業対策費に含まれている，

　　3，平成］3年度以前の厚生労働省予算は，厚生省予算と労働省予算の合計である，

〔出所：　厚生労働省『厚生労働白書（平成13年版）』3コ4ヘージより
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会保障関係費を賄う場合の事例案を検討する。第4節では，社会保険方式と

税方式の特徴帳短所）と税方式の重要【生について述べたい。

1　基礎年金，医療，介護の三分野財源を

　賄う場合の試算例

　まず，基礎年金，医療，介護にかかる社会保障関係費のすべてを消費税で

賄おうとするならば，消費税収の規模とそれに見合う消費税率の設定を試算

しなくてはならない一平成12年10月24日に出された「有識者会議報告11享公

表時の記者発表資料」によって，2000年度を初めとして，2005年度，2010

年度，そして2025年度と，四つの節Hに必要とされる基礎年金，高齢者医

療，介護にかかる経費が算出されているのでそれを紹介しておきたい（図／e

2）。

　少子高齢化のピーク時と推計されている2025年度では，基礎年金，高齢

者医療，介護にかかる経費の合計額は約100兆円とされ，その内訳は，それ

ぞれ38兆円，42兆円，21兆円である。2000年度を基準年度とすると，2025

年度では基礎年金が2．7倍，高齢者医療が4．7倍，介護が525倍に膨れヒが

ることになる。次いで，この三分野の財源すべてを消費税収によって賄う場

合の機械的な計算がなされている。この試算を行う前提条件として，「f名

目賃金ヒ昇率は2．5％，名「1国民所得の伸び率は2010年度まで2．5％，2011

年度以降は2．0％，消費者物価1：昇率は1．59i6，運用利回りは4．o％としてお

り，2年金制度については’F成12年度の改正時における財政再計算を前提

とし，3追加的な消費税負担が社会保障給付に与える影響，例えば，年金

額の物価スライドや，国と地方の歳出に含まれる消費税収分の増1川などを勘

案した場合によっては，必要な税率の引ヒげ幅はさらに大きくなることに留

意する」⊃とされている。

　前提条件にもとついた機械的試算では，2025年度の現行国分による消費

　6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　6　一



図表2　基礎年金，高齢者医療，介護の三分野にかかる給付費の見通し
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！（平成12） （平成17） ：（平成22） （平成37）
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（注）1　名目賃金ヒ昇率はこ5（｝ll．名日国民所得のf申び率はこ010年度までユ．5D・，ユ011「ド度以降

　　　2．0“o．消費者物価ll昇率は1．J70，．・．運用利回りは1．〔〕％としている

　　2　年金制度については平成1コfl三改止のF．寸政再計算を前提としている・

　　3　追加的な消費脱負担が社会保障給ft　：二与え得る影響（年金額の物価スライド等）や国・

　　　地方の歳出に含まれる消費税負担の増加などを勘案した場合，必要な税率の引き上二げ幅は

　　　更に大きくなる二とに留意する必要がある．

〔出所〕　税制調査会「第19回基礎問題小委員会一（平成14年10月）よ1〕＝
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税収は12兆円と推計されている。したがって，基礎年金，医療，介護の財

源として必要とされる100兆円のうち88兆円が不足となり，この不足額が

新たな消費税率の引き上げによって賄われることになる。同様に，2010年

度では，現行国分による消費税収は9兆円と推計されている。このとき必要

とされる財源は52兆円であるので，不足額は43兆円とされる。

　ここで，さらに：つのケースが想定されている。（1）新たに消費税の税率

引きヒげ分をすべて基礎年金，高齢者医療，介護の三分野に充当する場合，

（2）新たに消費税の税率引きヒげ分にも，現行の地方交付税制度が適用され

ると仮定した場合，すなわち国税消費税率4％による国税収入予定額の29．5（↓・

が地方交付税に回される場合，（3）新たに消費税の税率引きヒげ分にも，現

行の地方交付税制度と地方消費税制度が適用されると仮定した場合，すなわ

ち先の（2）に加えて，地方消費税率lq6分の収入が地方に回される場合，で

ある。それぞれのケースにおいて，どのような消費税収の規模と消費税率が

設定されるのであろうか，が問題である。さらに図表では，このりのケー

スごとにユ引きilげ分にかかるとされる消費税収19／0当たりのfS色収，

2新たに引きヒげが必要であろうとされる消費税率，3国と地方を合わせ

た消費税率，がそれぞれ試算されている。

　（1）消費税の税率引き上げ分をすべて基礎年金，高齢者医療，

　　　介護の三分野に充当する場合

　2025年度では，新たに必要とされる基礎年金，高齢者医療，介護の：分野

財源は88兆円であるから，ざ引き上げ分にかかわるとされる消費税収1％

当たりの税収を4．4兆円と仮定した場合，「2新たにIJ　1き11げが必要であろ

うとされる消費税率は20％となる。そして，3国と地方を合わせた消費税

率は現行の5C／oを加算すると250／oとなる．

　同様に2010年度では，新たに必要とされる基礎年金，高齢者医療，介護の

三分野財源は43兆円であり，f引き上げ分にかかるとされる消費税収1％

　8　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　8　一
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当たりの税収3．3兆円と仮定した場合，2新たに引きヒげが必要であろう

とする消費税率は1　r・　°bとなる，そして，3国と地方を合わせた消費税率は

現行のr）°，oを加算すると18％になる，

　（2）新たな消費税の税率引き上げ分にも，現行の地方交付税制度が

　　　適用されると仮定した場合

　（1）での試算のように，2025年度では，工引き1二げ分にかかるとされる

消費税収100当たりの税収を3．1兆lilと仮定した場合，2新たに引きhげ

が必要であろうとする消費税率は28％となる。そして，3国と地方を合わ

せた消費税率は現行の5％を加算すると33％となる一

　同様に2010年度では，f引きヒげ分にかかるとされる消費税収19・i）当た

りの税収2．3兆円と仮定した場合，2新たに引きヒげが必要であろうとさ

れる消費税率は19％となる。そして，3国と地方を合わせた消費税率は現

行の59，6を1川算すると24°／6になる，

　（3）新たな消費税の税率引き上げ分にも，現行の地方交付税制度と

　　　地方消費税制度が適用されると仮定した場合

　（1）での試算のように，2025年度では，S引きヒげ分にかかるとされる

消費税収1％当たりの税収を2．5兆川と仮定した場合，2新たに引き上げ

が必要であろうとされる消費税率は36°oとなる，そして，3国と地方を合

わせた消費税率は現行の5％を加算すると4190となる，

　同様に2010年度では，r．引きヒげ分にかかるとされる消費税収1％当た

りの税収1．8兆円と仮定した場合，2新たに引きヒげが必要であろうとさ

れる消費税率は23％となる、そして，3国と地方を合わせた消費税率は現

行の5％を加算すると289bになる、

　これまで三つのケースから，基礎年金，高齢者医療，介護にかかる給付費

の見直しを図表2でみてきたが，　：分野に必要とされる財源不足をすべて消

　　　　　　　　　　　　　　　一　9　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9



費税で賄うには，（3）の「新たな消費税の税率引き上げ分にも，現行の地方

交付税制度と地方消費税制度が適用されると仮定した場合」のケースが，仮

に採用されるとするなら，可能性がもっとも高いであろう。これは，地方へ

の財源移譲の条件を内包しているからである。

　改めて，必要とされる財源の規模を消費税収で賄うとして，これを消費税

率で換算してみると膨大な財源と高税率が必要であることに気づく。基礎年

金，高齢者医療，介護の三分野をすべてカバーするためには，2010年度で

約289fo，2025年度では約419・bもの消費税率を設定しなければならないとす

る恐ろしい数値がはじき出されることになる。

　したがって，この二分野すべてを消費税という特定の税金ですべて保障す

べきであるのかという意見が仮にあるなら，それはきわめて疑間であろう。

そこで，三分野のうち，消費税でその費用をすべて賄うと比較的考えやすい

のは基礎年金と老人介護費であろうから，次に基礎年金について取りヒげた

い。老人介護費は2000年度から発足してまだ口も浅く変動的でもあるので，

本稿では外しておくことにしたい。

　公的年金のうち基礎年金は「すべての国民が老後を安心して暮らせるよう

にH指した年金」という趣旨であるため，全国民に最低限の生活を保障する

ために給付されるべきものである．以ド，社会保障関係費のうち基礎年金財

源のみを消費税によって賄う場合の試算例をみる、

2　基礎年金財源のみを賄う場合の試算例

　社会保障関係費のうち基礎年金財源のみを消費税で賄うためには，消費税

収はどれほど必要であり，消費税率をどの程度引き上げなくてはいけないだ

ろうか、第1節を踏まえて，「有識者会議報告，1松表時の記者発表資料」を

もとに，同様の前提条件と各試算の設定による基礎年金財源の試算を紹介す

る　（図表r・　｝，
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図表3　基礎年金にかかる財源の見通し
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　ここでは，基礎年金に必要とされる全財源は，2025年度で38兆円，2010

年度で23兆円と推計されている。また，基礎年金財源を消費税収によって

賄う場合，国分の現行消費税収はそれぞれ12兆円，9兆円であろうと想定

されている。したがって，必要とされる基礎年金財源の不足額は，それぞれ

26兆円，14兆円と見込まれる。

　（1）新たな消費税の税率引き上げ分をすべて基礎年金に充当する場合

　2025年度では，新たに必要とされる基礎年金財源は26兆li］であるから，

II引き上げ分にかかるとされる消費税収1％当たりの税収を4A兆円と仮

定した場合，2新たに引き上げが必要であろうとされる消費税率は5．9％と

なる。そして，ぎ国と地方を合わせた消費税率は現行の59foを加算すると

10．9％となる。

　同様に，2010年度では，新たに必要とされる基礎年金財源は14兆liJであ

るため，（！引き上げ分にかかるとされる消費税収10／o当たりの税収を3，3兆

卜llと仮定した場合，2新たに引き一ヒげが必要であろうとされる消費税率は

4．290となる、そして，3国と地方を合わせた消費税率は現行の59ioを加算

すると9．20／oになる。

　（2）新たな消費税の税率引き上げ分にも，現行の地方交付税制度が

　　　適用されると仮定した場合

　（1）で試算したように，2025年度では，1引きヒげ分にかかるとされる

消費税収19b’［］た「〕の税収を3．1兆liJと仮定した場合，2新たに引きヒげ

が必要であろうとされる消費税率は8．49foとなる。そして，3国と地方を

合わせた消費税率は現行の5％を加算すると13．4％となる。

　同様に2010年度では，i引き上げ分にかかるとされる消費税収1％’lflた

りの税収2．3兆円と仮定した場合，2新たに引き上げが必要であろうとさ

れる消費税率は6．10／oとなる。そして，3国と地方を合わせた消費税率は

　12　　　　　　　　　　　　　　　　－12一
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現行の5Q’oを加算すると11．19↓oになる一

　（3）新たな消費税の税率引き上げ分にも，現行の地方交付税制度と

　　　地方消費税制度が適用されると仮定した場合

　（1）での試算例のように，2025年度では，li引きLlげ分にかかるとされ

る消費税収lo・当たりの税収を2．5兆円と仮定した場合，2新たに引きヒ

げが必要であろうとされる消費税率は10．4（↓6となる．そして，3国と地方

を合わせた消費税率は現f「の5％を加算すると15．4％となる。

　同様に2010年度では，IJ引き上げ分にかかるとされる消費税収10b’ilた

りの税収L8兆円と仮定した場合，2新たに引きヒげが必要であろうとす

る消費税率は7．8％となる、そして，3国と地方を合わせた消費税率は現

行の5qoを加算すると12．8％になるr

　ここで，引きヒげ分にかかる消費税率1（↓o当たりの税収が変化すれば，当

然新たな消費税率の算出は変動する。佐藤晴彦氏は，「厚生省による消費税

収の税率弾力性は25（兆円／％ポイント）であるのに対して，国税分として

2．16（兆円／％ポイント）の結果が出た、その差の原因は厚生省は実績値であ

るのに対して，本研究は理論値であるからと考えられる、長期的にみて，ど

ちらが当を得た値であるかは，以後，消費税率が引ヒげられた場合の消費税

収の実績値から判定されよう」「’）といわれている。この理論値が現状の消費税

収1％当たりの税収として’ll｛確である場合，2025年度では，1引きヒげ分

にかかるとされる消費税収1％当たりの税収をこ．16兆円と仮定した場合，

2新たに引き・ヒげが必要であろうとする消費税率は12．096となる。そして，

3国と地方を合わせた消費税率は現f∫の5％をIJn算すると17．0％となる．

　」二記の機械的な試算においても，「（3）新たな消費税の税率引き上げ分に

も，現行の地方交付税制度と地方消費税制度が適川されると仮定した場合」

の推計が，現実味を帯びる，

　基礎年金財源のみを消費税収で賄った場合，基礎年金を含む高齢者医療，
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介護の三分野にかかる社会保障費財源合計の約3割ほどの規模でおさまり，

過度な消費税の負担を回避することができる，このとき，2025年度を前提

としたならば新たに引き．ヒげが必要とされる消費税率は10．4％である。国

と地方を合わせた消費税率は15．4‘？，eになる。こうして，2025年度に必要と

される基礎年金財源の不足分である26兆円が創出されることになる、また，

2010年度においても不足分である14兆円は，新たに引きヒげが必要とされ

る消費税率は7．8°・，国と地方を合わせた現行消費税率を合算して12．8％で

賄われることになる，

　しかしながら，厚生省による消費税収の税率弾ノJ性は2．5であるのに対し

て，佐藤氏の場合，消費税収の税率弾力性は2．16となった、この差異は，

消費税制度による簡易課税制度や免税点制度から生じる益税分に相当するも

のではないだろうか，現に，益税に対して国民は強い不満をもっている，こ

れが消費税に対する不信感につながり，消費税自体を認め難いものとみなし

てしまうのではなかろうか。この益税分を確実に徴収することになれば，消

費税の負担も軽減するはずである，また，消費税制度の透明性を郁；保するこ

とにつながり，国民の信頼も高まるであろう，この点は，佐藤氏の研究から

理解できる，ということは，厚生省の試算で求められた消費税収の税率弾力

性は益税を含んだものであると考えられるからである、消費税収の徴収を考

えた時点から．益税が発生するものと見越して試算されていたならば，基礎年

金のみならず高齢者医療や介護にかかる財源確保のためにその分余計に消費

税率を引きヒげなければならないことになる，そうであれば，消費税制度自

体も見直さなくてはいけない．理想とする消費税収全額が徴収されるよう

に，益税に対する問題を解決しなくてはならないのである，

3　その他の試算事例

ここでは，第1節，第2節で行った基礎（国民）年金などを他の条件に

14　　　　　　　　　　　　　　－14一
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よって賄うためには，どのような方法が考えられているかの事例もみておく

ことにする＝

　（1）　さくら総合研究所の試算

　さくら総合研究所によると，現行消費税率50〔）の単一で，徴税段階で発生

する逆進性を歳川旧iで解消させる方法が考えられている．これは，消費税を

目的税として全国民共通の年金である国民年金の財源とする方法である、こ

の財源に消費税を充当すれば，低所得者は納税額が小額である　一方，　一定の

給付を受けることができることからt逆進性を解消できる！，所得に関係な

ぷ定額の給付を受けることができる＝そこで，試算によると，国民年金の

財源をすべて消費悦収で賄うならば，必要な消費税率は100・になるとされ

る，「この場合，月収20．2万円の人の’ド均支払い消費税額は月15ノ∫円とな

り，川民年金の月間受取額である6．5万円と比較すると，5．0万円の受取超

図表4　国民年金の受給額と受取額
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過となる。これに対して，月収101．9万FJの人では，月間の支払い消費税額

が4．6万円である一方で受取年金額は6．5万円なので，その差はL9万円に

縮小する。年収が増えるほど，受取超過額が小さくなるので，逆進性は解消

される」5）（図表4）という結果が得られている。

　この試算を行うに当たっての考え方として，「できるだけ小さな政府のド

で，国民皆年金を実質的に実現すると同時に，世代間・世代内の負担の不公

平を解消することが，もっとも重要であるとし，公的年金制度のコンセブト

として扶助原理を採用している」ω。そして，試算を行う前提条件として，

第一に，年金原資の拠出は社会保険方式を採るのではなく税方式とし，なか

でも消費税方式を採用している。その採用根拠として，「所得税は働く業種

や形態によって，所得の捕捉率に差が出てしまい，能力に応じた負担という

コンセプトを担保できない」ア｝との理由をあげ，この理由から消費税方式を

採っている。

　だが，消費に対して課税するのであれば，一般に所得の高い人ほど所得に

占める消費割合が少なくなる傾向があるため，高所得者の負担が低所得者に

比べ低くなるという逆進性が存在する。しかし，「低所得者は高所得者と同

額の年金給付を受けることから，消費税を国民年金の財源に限定すれば逆進

性は解決できる。少なくとも，この方法では，世代内における所得再分配機

能が働く分だけ，現在の国民年金における自営業者の定額負担方式より低所

得者の負担は緩和される」8）。また，「効率性についても，消費税方式を採川

すれば税徴収は既存の消費税徴収ルートを利用できるため，運用費用は軽減

でき，年金制度を効率的に運用できるのではないか」9）と考えられている，

　第1の前提条件としては，世代間の公平を確保するために将来の年金給付

額増加を勘案し，あらかじめ高い税率をもって，特別会計として単年度収支

から独立させて運営する方法を採っていることである。

　第二に，国民（基礎）年金の2階部分は清算・廃止し，公的年金制度は定

額給付の国民年金のみとする，年金制度の一元化を採用している。この2階

　16　　　　　　　　　　　　　　－16一



　　　　　　　　　高齢化福祉社会財i原としての消費税の意義と改♪1㌔：課題（川本／柿イこ）

部分は「従前の所得保障的意味合いが強く，基本的人権を守る範囲で国が介

入するというコンセプトに従えば，明らかな過剰介入となっている」］（）　］との

理由からである，また，「毎年の年金のスライドも，小さな政府という考え

に従って，購買力維持を日的とした物価スライドのみを採川し，現状のよう

に勤労者の所得の上昇に応じて年金額を引ヒげるような賃金スライドは採用

していない」1い。

　こうした三つの前提条件により，年金給付と消費税負担の水準が試算され

ている、そのさい三つのケースが考えられている。一つHは，現在の国民年

金の平均支給額として1ヵ月当たり4．6万円給付されるケース，二つ川は，

現在の国民年金に40年問加人した場合に支給され，1カ月’tGたり6．5万1［Jの

給付が行われるケース．　り目は，1ヵ月当たり8．3万円給付されるケース

を設定し，65歳以一ヒのすべての国民に同額支給するという前提である，こ

こでは，年金税導入に伴う物価一ヒ昇分は物価スライドに反映されていない．

これは，年金原資を年齢に関係なく，国民全体で負担するというコンセプト

にもとついた措置である12）、

　結果は，一つ日の1ヵ月当たり4．6万円給付されるケースでは消費税率が

約7％になり，二つ目の1ヵ月当たり6．5万円給付されるケースでは約10％

となった。二つ日の1カ月当たり8．3万円給付されるケースでは約129bとな

る］「｝、現行の年金給付額である6．7万liJを支給水準と設定した場合，約10Q・o

強まで引きhげなくてはならないことになる。

　（2）　日本総合研究所の試算

　日本総合研究所の「税制抜本改革のグランド・デザイン」によると，2025

年度における年金，医療，介護と社会福祉（介護を除く）費を公費によって負

担するならば（2004年からい陣負担を二分の一から二分の一へ引きllげるとの前提），

64兆円の財源が必要とされている。これは，2002年度予算額である24兆円

に対して40兆円の増加である。特に，高齢化にともなって増加の著しい年

　　　　　　　　　　　　　　　一17－　　　　　　　　　　　　　　　　17



図表5－1 社会保障に係る負担の将来推計（厚工労働省試算一改訂版一）

　　　2004年から撲礎年金川1庫負担割合ゴ12　　　1川fr《．兆円1
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〔出所〕　日本総合研究所「税；Pl抜本改吊のグランド・デザイン」（インターネソ

　　　ト検素による．2002年時）．10ヘージよ「）

図表5－2　公費負担を消費税で賄う場合の消費税率
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〔出所〕　ヒに同じ

金や医療，介護については，現行の19兆円から38兆円増力【1した57兆円へ

と推移すると考えられている。また，将来に必要とされる上述社会保障関係

費の増加分をすべて消費税率の引きヒげによって賄う場合，消費税率は2005

年度には7．4％，2010年度には9．7％，2025年度には15．7％へ，引きヒげが

必要と試算されている。つまり，現行消費税5％からの推移として，それぞ

れ2．4％，4．7％，10．7％と新たに引き1：げを行わなくてはならない（図表5一正，
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高齢化福祖コ1：会財源としての消費税の意義と己父革課題川1本柿イ9）

図表6－1　社会保障財源の調達方法（20ユ5年度時点）
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図表6－2 所得税・住民税改革の内容別増収額
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図表7　給付削減後の社会保障財源の調達方法（2025年度時点）
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税の増税を実施せずにすべて消費税率の引きヒげによって賄うとした場合，

消費税率は16．0％まで引き上げる必要があると試算されている。　・方，所

得税増税を定率減税の廃止と給与所得控除の1・i三縮程度にとどめる場合，消費

税率は14．2c／oまで引き上げなくてはならないと試算されている。つまり，

現行の消費税率5％に加えて，それぞれ11．oo／o，92％を引き上げなくては

いけないことになる（図表6－L6－コ）7

　将来，社会保障給付の削減（定の）を勘案したとしても，2025年時点で

基礎年金の半分を公費で負担したとして，年金，医療，介護，社会福祉費を

消費税ですべて負担するとすれば，税率は15．5％となる（図表7）。

　（3）　奥田ビジョン

　日本経団連は，その構想である「活力と魅力あふれる日本をめざして」と

いう題で「奥出ビジョン」を打ち出した。これは，現行消費税率5　o，｛6を2004

　20　　　　　　　　　　　　　　　－20一



　　　　　　　　　高齢化福祉社会1｛オ源としての消費税の意義と改革課題（川本／柿オsc）

年度から毎年1％ずつ引き上げ，2014年度以降16％の据え置きとし，財政

や社会保障制度を安定的に維持しようとの試算である。試算では，歳出の

カットと社会保障給付の適正化を前提にしている。奥田碩ビジョンのねらい

は2点ある。一つは，将来の財政像を国民に知らしめることにあり，社会保

障制度の改善を前提とし，国民がもつ将来に対する不安が払拭されることを

期待しようとしていることである。もう一つは，毎年19／0ずつ税率を引き上

げる手法によって，毎年の駆け込み需要を喚起できるとし，単純な増税に

よって消費が冷え込むことを回避しようとしていることである。

　具体的な試算方法として，まず2025年度までの期間を2期に分ける。前

半を2004年度から2010年度とし，後半を2011年度から2025年度とする．

この2期それぞれにおいて，社会保障給付を削減しない場合と削減する場合

に分ける。前半の2004年度から2010年度の期間で社会保障給付を削減しな

い場合をケースAとし，削減する場合はケースBとする。ケースBはケー

スAに比べ，被用者年金の報酬比例部分の給付を5％カットする。そして，

1人当たりの医療費を，前年度比で実質横ばいに維持する。これを2010年

度まで実施するとともに年金，医療の給付をカットする。後半の2011年度

から2025年度はケースBを分岐点としている。後半の期間で2011年度以

降，社会保障給付水準を落とさない場合をケースCとする。後半の期間に

おいてもケースBを継続し，2011年度以降も一層給付を抑制する場合を

ケースDとする。ケースDの場合，日本経済の成長率が2％維持できると

見込んでいる、

　結果として後半の2011年度以降における社会保障給付水準を落とさない

場合のケースCでは，2025年度時点で消費税率が289／oに跳ね上がる。2011

年度以降の後半の期間においてもケースBを継続し，一層給付を抑制する

場合のケースDでは，2025年度時点で消費税率は180／oになる。2004年度

から毎年10／oずつ引き上げて，2014年度以降は160／oと据え置いても基礎年

金の7割，高齢者医療の6割を，消費税を含んだ税金で賄える試算である。
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　図表8奥田ビジョンの財政収支シミュレーション
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この場合においても消費税率は160／oになる。

　しかし，ケースAとケースBとを比較すると，年金において55兆円から

53兆円へと2兆円削減でき，医療については37兆円から32兆円へと5兆

円削減することが推計される。一方，ケースCとケースDとを比較すると，

年金では76兆円から70．5兆円へと55兆円削減でき，医療については49．5

兆円から42兆円へと6．5兆円の削減が推計される。トータルでみると，奥

田碩ビジョンでは2025年度までに20兆円規模で社会保障費の削減が期待さ

れていることになる。消費税率lo／j当たり2、5兆円の税収として，80／・もの

消費税の負担が緩和されることになる（図表8）。
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高帖化福祉トト会財源としての消費税の意義と改革課題（川本相1本）

4　社会保険方式と税方式の長短所，

　および税方式の重要性

　これまで，基礎年金，もしくは基礎年金・医療・介護の社会保障関係費を

消費税によって賄う場合の消費税収の規模と，それに見合う消費税率を紹介

し，検討してきた＝社会保障関係費は高齢化社会の進展いかんによっては，

これまでの試算例の財源額よりも膨張する恐れがある。特に，そのうち医療

や介護にかかる費用は，i’t天井の勢いで増加するので，たとえ税によって賄

うとしても，その経費をi：に消費税に頼るとすれば，そのつど税率の引き」二

げを行わなければならないことになる，これまで，そして今も併せて保険方

式が採用されてきた理由の一つがここにある．そこで以ド，社会保険方式と

税方式それぞれを採川した場合の在り方を検討する、そのうえで，消費税の

みを基礎年金財源とするケースの利点について触れたい。

　（D　社会保険方式と税方式

　社会保障制度は・般的にはどの国でも，社会保険方式と税方式の組み合わ

せで実施されている，ここでは，本稿でもっとも念頭に置いている基礎年金

財源のケースを取って，そ0）財源負担の在り方に触れておきたい一仮に基礎

年金財源をすべて，あるいは主に税で賄うとすれば，その根拠は，1拠出

の有無によって給付を排除されることがないこと，L一律の給付に馴染む，

という点に求められよう．これに対し，社会保険方式ですべて，あるいは主

に賄うとすればその根拠は，1拠出と給付の対価性がわが国の社会に適応

的であり，亘ミーンズテストや所得制限を導入しやすいということになろ

う14）（図kg）．また両方式の違いは，社会保障の原理の考え方をめぐる違い

を別とすれば，単に財源をいかにして徴収するかの方法の違いであって，

財源徴収技術によるところが大きいともいえる，租税を財源とする場合の

　　　　　　　　　　　　　　　一23－　　　　　　　　　　　　　　　　23



図表9　社会保険方式と社会扶助（租税財源）方式

社会保険方式 社会扶助（租税財源）方式

財　　源保険料　　　　　　　　　　　刊1　税
考　え　方　交換の原理　　　　　　　　　　　　　国家による　・ノi的な所得移転

給付と負担　拠出しなければ給付なし（排除される）給付と負担は無関係

所得制限　な　　し　　　　　　　　　　　あ　　り

給付形態　所得比例年金が可能　　　　　　　　　　・律定額給付

権　利　性　権利性σ）意識が強い　　　　　　　　　権剛ノ｝三の意識は弱い

〔出所二　日本社会保障法学会藩這『所得保障法』（r講座ト【；会保障法」第2巻）68ヘーシより

技術的なメリットとしては，1拠出にかかわらず生活保障の給付を行うこ

とができ，2基礎年金の未加人・未納問題や保険料免除にかかわる諸問題

を解決しやすいこと，3同時に，第3号被保険者問題も一挙に解決するこ

とができる。9保険料徴収コストを削減することができる。これに対し，

社会保険方式によるメリットは，ユ財源確保が容易であり，②給付と関連

付けられているため，拠出の動機づけがあること，3拠出により運営に参

画できること，㊧給付水準を高くしやすい，などの諸点があげられる15）。

財源を税に求めるか保険料に求めるかは，その運用（給付）方式にも影響を

与えるだろう。仮に，もっぱら保険料積立金を財源とするなら，その積立金

で老齢者に年金を給付するので，インフレによる物価スライドなどは採用し

にくいことになろうし，賦課方式を主とするなら，毎年，税を・定程度投入

することによって，所得再分配性を加味しやすくしうるだろう1ω。

　また，ilな財源を税とするか保険料とするかをみる場合，社会保険料は企

業の労働コストを増大させる面のあることも重視する必要がある。すなわち

これは，企業の収益性にかかわる問題であり，企業の国際競争力を低下させる

という判断からは，消費税や所得税など法人課税以外の税を財源とすること

が主張されやすい。逆に，拠出対象を現役世代に偏らせずに広く求めるべき

という判断からは，消費税を財源とすることが†張されやすい。また拠出は

累進的であるべきという判断からは，所得税が望ましいとされるが，拠出と給

付の関連性にこだわるべきという判断からは，社会保険料が主張される1ア）。
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　徴税技術ヒ，税方式は保険料方式よりも徴収しやすいといえるとしても，

現実では困難な場合もありうる、租税財源に依拠して，ミーンズテストや所

得制限を行わないという選択肢は考えられるが，現実問題としてきわめて難

しいと思われている。これは，社会保険ノ∫式を擁護するN’蜴からの亡要なi：

張として・つの反論となっている．また，租税を財源とすることに対して，

増税が政治的に困難であるとの批判が行われる，逆に，租税財源を’E張する
、’

fl場からは，社会保険料徴収のために要している事務コストが過大であるこ

とが，社会保険方式を現実的に不可能にすると批判されるのである18）。

　これまでの議論の中で，社会保険方式であれ，税方式であれ，どちらを採

川しても現状と採用後とを比較した場合，あるグループに利益または不利益

を生じさせる影響をもつとの指摘もある，「利益・不利益が生ずる可能性が

ある対象グループとしては，事業セ，被川者，自営業者，専業主婦，女性被

用者，フリーター，高齢者世代と区別して考えることができる．　一般的に阻

税財源とすれば保険料のt｝喋者負担を免れて負担が軽減される可能性がある

として，事業者側に租税財源論が強いことを除けば，現時点ではあまり意識

されていない、租税を財源として選択するにしても，その阻税のあり方，ひ

いては租税体系全体のあり方まで明らかにしない限り，利益・不利益は明確

にならないからである。」IL））しかし，いずれ年金財源を主に税に求めるか，

保険料に求めるか，これまでのようにミックスして求めるかを明確に示さな

ければならない。以下，財源は消費税に求めるべきとの考えを述べたい．

　（2）　消費税を基礎年金財源とする利点

　社会保障の対象・分野の中で，社会保険料で保障するのがふさわしい部分

や報酬比例部分に対するものは，社会保険料に拠らなくてはならない。しか

し，基礎年金部分に関しては，これを消費税で保障することについては十分

な合理性があるのではないだろうか。つまり基礎年金を社会保険料によって

負担するのではなく，消費税による負担を求めることには十分な根拠がある
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と思われるのである．

　基礎年金財源を社会保険方式から税方式に移行した場合，現行制度が抱

える問題点を解消することができる。その問題点とは，1国民年金に大勢

の未納者や未加人者が存在すること，2第3号被保険者の存在，3学生の

保険料納付問題，1障害者が保険料を拠出できない場合に生じる無年金問

題，5保険料の滞納，6年金制度加入にともなう無年金・低額年金支給の

問題，7定額の納付は低所得者にとって逆進1白になる，などである．

　これらの問題点解消の利点として，第一に，社会保険方式に拠った場合，

未納者や未加入者が生じることは必至であるが，消費税引き．］二げによる年金

川的税とする方式では年金の空洞化問題を避けることができ，財源の安定性

が保たれることである、第二に，学生の保険料納付問題や障害者の無年金問

題，滞納者の低額年金とf！！［，fF一金問題についてであるが，これも税方式に拠れ

ば解決される，第：に，低所得者層に対する逆進’性については，所得捕捉の

不公平もなくなり，世代間の公’lz性に貞献できる20］、その他の利点として

は，1基礎年金財源が安定することである一消費税が安定財源であること

は，不況のさなかであっても安定した多大な財源でありえたことが証明して

いる，消費税で基礎年金財源を賄うのであれば年金用の貯蓄は不必要にな

る．また，消費税は3カ月に一度納付されるので，計算一Liでは3ヵ月分の年

金支払いのための原資があればよいことになる，2世界的にみても，妥当

な制度であること．すなわち，目本と同じように年金を基礎年金と目烈i川比例

年金の1階建て方式にしている主要国は少なくないが，そのうち，デンマー

ク，ノルウェーなどの北欧諸国とオーストラリア，ニュージーランド，カナ

ダを含めた8力国では，税金で基礎年金部分を賄っている，この川界各国が

行っている基礎年金を税金で賄うという方法は，国際的に認知された方法と

もいえるこu．

　口本経済はすでに10年余も低迷が続いており，低迷が長引くほど国民が

これからの生活を営んでいく自信をなくし，ひいては本当の不安に陥るムー
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ドを形成することになる，国民がもつ不安感が年金の空洞化をもたらし，少

子高齢化社会に対応した年金制度をますます脆弱化させる＝これに対して，

基礎年金財源を税によって賄うことが確定するのであれば，国民が抱える不

安が解消され，ひいては日本経済の景気回復につながるのではないだろう

か．景気回復が国民の消費を強め，潤沢な基礎年金財源を確保することがで

きるようになる、この循環が継続する限り，国民がもつ年金についての疑問

や不満も払拭される．だが，基礎年金財源を消費税で賄おうとする場合，多

くの国民は消費税率が年々引き上げられる0）ではないかという不安を抱くだ

ろう。しかし，消費税収を基礎年金財源のみに充当すると明確に限定すれ

ば，将来に必要とされる基礎年金財源量は高齢者医療や介護に比べて計算し

やすく，したがって説明しやすくなるのである，平成11年度における基礎

年金の給f寸に要する全費用は13兆6000億円（うち：分の一は税負担）コ2‘であり，

同年の消費税の決算額は国分の消費税収で10兆4500億円2「’‘である．その

差額は約3．15兆円であり，消費税率1％当たり25兆円として換算すると新

たにL3％引き上げなくてはならない計算だが，同年における地方消費税の

決算額は2．5兆円なので，その差額は6500億円となる．国分の消費税と地

方消費税とを合わせた場合でも消費税率を0．26°o引き［：げなくてはいけな

いが，消費税の滞納や制度の欠陥から生じる益税などを整理すれば，消費税

率を引き上げなくてもすむことになる。

　以上，消費税収を基礎年金財源のみに充当した場合をとって，今後新たに

必要とされる消費税収の規模と，それに見合う消費税率の引きヒげを検討し

てきた．2025年度の予測全基礎年金額は約38兆円である（前掲図表コ，5－1）。

多くの論者は消費税率を1000にすべきだという主張であるが，本稿執筆者

の試算では2025年度時に15．lo・oまで引き上げなくてはならないことになっ

た。もっともこの数値の算出に当たっての前提が変化すれば，算出された消

費税率も修正しなくてはいけない。つまり国分の現行消費税収の変化，名目

賃金上昇率，名目国民所得伸び率，消費者物価上昇率，そして運用利回りな
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ども変化すれば，引き上げる消費税率は変更せざるをえない．また，高齢者

に支給する水準によっても変化する。ここで反省すべき点は，試算するに当

たって活川してきた「有識者会議報告書公表時の記者発表資料」を自明的な

前提としてきたことである。しかしこの資料は公表されてから2年4カ月も

経っている。このタイムラグが社会保障関係費のうち，高齢者医療と介護の

分野それぞれに必要とされる財源を増加させていることであろう。この点を

考慮すべきであった。だが，基礎年金財源については，年金支給にともない

年金手帳に付記されている各f固人の番号によって算出できる。または，住民

基本台帳をもとに年金支給年齢者を割り出すことができるので，基礎年金財

源の試算については大きな修正は必要でないと思われる。したがって，すべ

ての数値が物語るのは，今後，少子高齢化社会に対応するための一つの提案

ということである。

　基礎年金全額に消費税充当が無理というなら，例えば消費税の二分の一・と

か三分の1とかを基礎年金に釘づけする方法も考えられる，要は両者をしっ

かりと数値明示して結びつけることを，本稿では「消費税の目的税化」と表

現しているわけである。

　第3節でみてきた日本経団連会長奥LU碩ビジョンは，国民に納得してもら

うための提案として明確性をもっている．消費税率を引きヒげつつ，社会保

障関係費をも少しずつ削減するプランは国民にとって過度の負担を強いるも

のではない。また，ビジョンで想定されている2004年度から2014年度まで

の期間において，消費税が社会保障財源に使われているとの透明性のある使

途を広く国民に理解してもらい，認識してもらうためには，それなりの期間

が必要である。当然，この間に年金改革や医療制度改革を含めた社会保障制

度全体の改善に向けて検討する必要もある。たとえ，消費税で年金財源を賄

うにしても，税方式の利点だけでなく，他方で社会保険方式がもつ特性（自

助努力の大切さ）を訴えることも必要である。

　いずれにせよ基幹税になりつつある消費税は，今後の行政政策にとって市
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要な役割を担うことになる。したがって，消費税収のすべてあるいは大部分

を，主要社会保障関係費である基礎年金，医療，介護に，特に基礎年金財源

のみに充当してもよいのだろうかという疑問も生じうる。つまり，消費税の

　・本化による財源確保よりも社会保険料を含めたうえで，財源確保を進めて

いくことも分野によっては重要である。しかし，すべての国民が将来にわた

り生活を営んでいくうえで不必要な不安を取り除くためには，日本の現状か

ら判断し，消費税による基礎年金財源化が望ましい。これによってこそ国民

生活，経済活動が安定化すると考えられるからである。

　以上第1章では，社会保障関係費中の基礎年金，老人医療，介護の主要分

野，特にその中の基礎年金財源を消費税によって賄った場合の財源の大き

さ，税率の問題を検討してきた。

　第II章では，消費税の福祉目的税化の問題について，それを取り巻く経

済環境，諸外国の実情比較などと併せてさらに具体的に取りヒげることにし

たい。

II消費税の福祉目的税化問題

　消費税で社会保障財源の多くの部分，あるいは特に基礎年金を賄うために

は，それに見合う消費税収の確保が必要とされる。今日の経済情勢を考えれ

ば，消費税の引き上げは困難かもしれない。しかし，社会保障のうち，老後

生活を安心して暮らすことができる基礎年金財源に充当すると国民の間で契

約を交わすのであれば，国民が不安視する老後生活にも明るい展望が開け，

今まで老後生活のために貯蓄していた金融資産も消費に向かうであろう。ま

た，年金の空洞化問題も解決し，若い世代の消費も回復するであろう。その

結果，日本経済は回復し，景気も良くなることであろう。また，税収につい

ても，消費税だけでなく所得税や法人税にも波及し，税収増加も期待するこ
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とができる．

1 消費税率引き上げの不一可避性

（1）今日における財政状況

消費税が導入されて以来， 景気の変動にかかわらず， ’eれ．は安定した税収
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わち1990年度の中告分は税収のうち12〔！・oを占めていたが，2000年度にお

いては5．7％までド降している。源泉分は一時的に低税収の期間が続いた

が，比較的安定した税収源となっており，2000年度における税収全体に占

める割合は3L3％である。

　もう一方の基幹税である法人税については，絶対額も比重も減少傾向であ

ることが目立つ，バブル期のピーク時であった1990年度では税収にltfめる

割合が30．69・bであったのが，2000年度では23．29’oへと大きくド降している。

所得税や法人税それぞれの税収減は，バブル経済の崩壊がもたらした影響に

よるところが大きい。　・般会計の推移からみても，全税収額は1990年度決

算額が60兆1〔〕59億円であるのに対して，2000年度では50兆7125億円で

ある、この10年間で10兆円規模の税収が減少したことになる，

　2003年度政府f’算案では，一般会計における歳人として41兆7860億IIF4）

の税収源が見込まれている。これは1987年度当初の予算水準であり，した

がって1987年当時の財政規模にタイムスリップしたうえで，現状を打破す

る政策を行わねばならない状況である。　一般会計に占める税収割合もわずか

半分程度の51．1％になるであろうと推計されているこ5）。　’般会計に占める

この税収割合は，諸外国と比較すれば著しい低水準であることに気づく、ま

た，IKI債依存度も過去最悪水準である44．6％に達し，2003年度末国債残高

は約450兆円に達するであろうと見込まれている。これは2003年度税収の

11年分に相当する額であり，国債金利がヒ昇すればさらに財政が圧迫され

る．

　ここ数年においては，厳しさを増す財政状況から財政の効率化や質的改善

を図り，可能な限り公債発行額を縮減しようと努力している．しかし，少r一

高齢化の急速な進展にともなう社会保障関係費の増加や景気対策のための公

共事業の補正］タ算化が財政を逼迫させてきた。

　少子化，高齢化が進んでいくにつれて労働人口が減少する。また企業の国

際競争が厳しさを増すなかで，課税される国民や企業も負担が限界を超えて
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しまう，さらに企業活動にともなって，人，モノ，金の移動が国際的に活発

になり，グローバル化が進む経済状況のドでは，過度に累進的な課税を行う

ことは経済活動を阻害する可能性を大きくする，このため，所得税や法人税

の増税で増加一方の社会保障関係費を賄うことは非現実的である．年金など

を社会保険料で賄う場合も同様である。サラリーマンや企業にとって保険料

は，所得から強制的に徴税されるという点で，所得税や法人税の直接的な痛

みと変わらない、その点，消費税は所得に対する課税と比べて，広く薄く負

担を広げることができる。また，所得課税や保険料とは異なり企業側の直接

的な負担が増加しないため，投資の減少を招く恐れがなく経済の活性化に寄

与しやすい、今口までの経済活動の低迷要因の．一つとして社会保障の不安が

あげられ，この影響が消費を冷やし，経済の活性化を阻害してきたことは間

違いないであろう、その結果は，税収にも響いてくる、仮に経済活動の低迷

が長期化するのであれば，現状で安定税収である消費税収も税収減に陥り，

回復が見込めない状況も生じうる．また，高齢化が進展する状況において将

来世代に過度な負担を強いることは，将来における口本経済の活力の足かせ

となりうる。

　消費税は，こうした厳しい低成長時代の経済やこれから迎える少子高齢化

社会にとって「恩恵」をもたらすものと考える．問題の根源は，すべて制度

改革の遅れである．あるいは，財政を運営していく焦点は，税収不足をいか

に回復するのか，そして社会保障関係費をはじめとする歳出増を節制しうる

かどうかである。現状から考えれば，まず景気動向を最優先する中で，国民

の社会保障を安定させるために消費税率の引き上げを図っていくことが妥当

と考える。特に，国民が老後生活を安心して送るための最低限保障とする基

礎年金については，これを全国民に給付すべきことを確約することである．

（2）　国民の意識調査

2003年1月8日付のr朝口新聞』による「定期国民意識調査」の結果か
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らは，老後の不安を抱えている状況をうかがうことができる。老後に不安を

「感じている」人が66％を占め，78年初回の36％から倍近く増加した。　・

方，「感じていない」とする人は560／oから31％に大きく減少した。「感じて

いる」と答えた人を年代別にみると，40代，50代がいずれも760／oで不安感

が強い。その不安内容では，「暮し向き」が39％，「健康」が14％であり，

78年の20　o／o，7c／oからそれぞれ倍増した。78年に世代別で「老後に不安が

ある」という回答が一一番多かったのは，40代の49％であった。それが今

回，76％に増加しただけではなく，20代の不安感は230／oから500／，に，60

歳以上でも25％から60％に増加し，全世代で急増した。将来の「暮し向

き」への不安が調査に反映する結果となっている。

　また，税制調査会による「税についての対話集会」のまとめでは，！「あ

なたの税金についてどのような要望がありますか」という質問では，「税制

が複雑なので，わかりやすい税制にしてほしい」が429／o，次に「税負担が

不公平なので，不公平をなくしてほしい」が38％であった。②「税負担の

あり方として，どのようなものが望ましいとお考えですか」という質問で

は，「少子高齢化社会の’ドでは，今まで以一ヒに皆で税の負担を広く分かち合

う」を61％が選択していた。3「将来の税制として，どのような税の役割

を高めるべきとお考えですか」という質問では，r消費一般に対して広く課

税する消費税の役割を高めるべき」を580／oが選択していた。そして総括に

おいては，「政府税調は，今後，10～20年を視野に人れた〈あるべき税制〉の

姿として，大幅な歳出削減を前提に，皆で負担を分かち合いながら，増税も

やむをえない選択だとしています。このような考え方について，どうお考え

ですか」という質問では，「賛成とどちらかといえば賛成」を含めると73％

が選択していた。最後に，「あるべき税制の構築に向けた基本方針」につい

ての部で，消費課税のうち中小事業者に対する特例措置についての質問で

は，「消費税に対する不信感をなくすためには見直しが必要」と考えている

割合は81％にものぼっている。
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　また，「税についての若者集会」のアンケートでは，次の結果であった、

「あなたσ）税金についてどのような要望がありますか」という質問では，「税

制が複雑なので，わかりやすい税制にしてほしい」が4690，「税負担が不公平

なので，不公平をなくしてほしい」が39％であった，「税負担のあり方とし

て，どのようなものが望ましいとお考えですか」という質問では，「少」乙高

齢化社会の下では，今まで以一ヒに皆で税の負担を広く分かち合う」を59％

が選択していた。「将来の税制として，どのような税の役割を高めるべきと

お考えですか」という質問では，「消費・般に対して広く課税する消費税の

役割を高めるべき」を4gq6が選択していた。

　また，消費税についての質問の中で，「少子高齢化が進んでいくなかで，

社会保障支出の増大や財政構造改革を考えると，今後，税率の引一ヒげ，その

役割を高めていく必要があるという意見があります，これについて，どうお

考えですか1という質問では，「社会保障支出の増大や財政構造改革を考え

ると，税率の引上げはやむを得ない」を5900が選択している。「免税点制度

や簡易課税制度という中小事業者に対する特例措置について，消費者の不満

が強いことから抜本的に見直すべきとの意見があります．これについてどう

お考えですか」という質問では，「消費税に対する不信感をなくすためには

見直しが必要」とすることに対しては83％が選択していた。最後に，「政1付

税調は，今後，10～20年を視野に入れた〈あるべき税制〉の姿として，大幅

な歳出削減を前提に，皆で負担を分かち合いながら，増税もやむを得ない選

択だとしています．このような考え方について，どうお考えですか」という

質問では，「賛成とどちらかといえば賛成」を含めると72％が選択してい

た。

　若者集会においても，対話集会の結果と同様な見解が示されている，両方

のアンケート結果からは，歳出削減と全国民で負担を分かち合いつつ，増税

で対処しても良いと容認していることが示されている，しかし，消費税率の

引きヒげによって対処するにしても，消費税制度の見直しが必要とし，この
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見直しの対象は，中小事業者に対する特例措置の中で認められている免税点

制度と簡易課税制度である。これは益税を生みlllす制度となっていることに

問題がある。消費税制度を見直したうえでとの条件付きで，将来の消費税の

役割に期待している傾向が理解できる。

　（3）高齢者の資産状況

　仮に，個人が保有する財産が消費に回された場合，どれほどの消費規模に

なるのであろうか，ここでは，高齢者が保有する所得や資産を若い世代のそ

れと比較しながら検討する。まず，高齢者世帯の所得をみてみる。高齢者世

帯の所得は世帯類型や世帯構造の違いによって異なっており，しかも多様で

ある（図表ll）。平成13年度の『国民生活白書』によると，全世帯の1世帯

’i

Gたりの年間平均所得金額は626万円である。これに比べて高齢者世帯と夫

婦のみの世帯，高齢者の単独世帯，そして一人親と未婚の子のみの世帯は下

川っている．特に，高齢女性の単独世帯は193ノ∫円ともっとも低く，高齢者

の男性単独世帯より2割ほど下川っている、これに対して，夫婦とk婚の子

のみの世帯，二世代世帯は全世帯に比べて高くなっている。

　このことから，三世代世帯や有業者の多い世帯では年間所得額が多いこと

が埋解できる一しかし，こうした世帯も今後は核家族化していき減少すると

見込まれている。次に，1世帯’iiたりの年間平均所得金額の内訳をみると，

高齢者世帯では329万円のうち公的年金や恩給給付は203万円であり，62q’o

を占めていることになる。また，夫婦のみの世帯，高齢者の単独世帯も公的

年金や恩給による所得割合が多く占め，全体として所得額の低い高齢者に

とっては，公的年金や恩給は重要な所得の源泉であることがわかる。他方，

所得額の高い世帯は稼働所得が多く，公的年金や恩給の割合が低い。一人親

と末婚の子のみの世帯では，所得額が全世帯よりも低いものの，稼働所得の

割合が高い．また，所得階級別の世帯分布をみると，高齢者世帯の1世帯当

たり平均所得金額である329が円以下の世帯は，全体の三分の1をlliめてい
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図表11　高齢者世帯の所得と内訳
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（備考）1．厚生労働省「国民生活基礎調査」（2000年）によ1）作成，

　　　2．

　　　　金額（年間）

　　　3．「高齢者世帯」は．65歳以上の者のみで構成するか．

　　　　婚の者が加わった世帯をいう＝

　　　4．「夫婦のみの世帯一は．65歳以ヒの者のいる世帯のうち．

　　　　で構成する世帯、

高齢者世帯，65歳以ヒの者のいる世帯構造別・所得種類別1世帯あたり平均所得

またはこれに18歳未満の未

世帯主とその配偶者のみ

5．「高齢単独世帯一は、65歳以ヒの者のいる世帯のうち．世帯員が1人の世帯＝

6．「夫婦と未婚の子のみ世帯一は．65歳以ヒの者がいる世帯のうち，夫婦と未婚の∫
のみで構成する世帯．

7．「ひとり親と未婚の子のみ世帯」は．65歳以上の者がいる世帯のうち、父親または

　　　　母親と未婚のf’のみで構成する世帯r

　　　8．「三世代世帯」は、65歳以ヒの者がいる世帯のうち，世帯主を中心とした直系E［［1：
　　　　代以上のF［：帯．

　　　9．「稼働所得」とは、雇用者所得．事業所得，農耕・畜産所得，家内労働所得をいう

　　　10．「財産所得一とは，家賃・地代の所得，利子・配当金をいう．

〔出所〕　内閣府編集『国b〈fil活白書（平成13年度）エ28ページより（ただし図表を見やすく

　　　するため．本縞執筆者が一部を簡略fヒしている）．
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図表12平均以下に多く集まる高齢者世帯の所得
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（所得階級：万円）

（備考）1．厚生労働省「国民生活基礎調査」（2000年）により作成。

　　　2．高齢者世帯における1世帯あたりの所得金額階級別世帯割合。

　　　3．全世帯の平均所得金額は626万円，中央値は506万円。
〔出所〕　内閣府編集『国民生活白書（平成13年度）』29ページより。

る　（図表12）。

　では，世帯主による年齢階層別にみた可処分所得金額の格差はどうなって

いるのであろうか。年齢階層が高くなるにつれて格差が広がり，高齢者世帯

は所得格差が一般世帯に比べて大きく，ジニ係数の最小値である30代と最

大値である80歳以上とのひらきが約2倍もあることがわかる（図表13）。

　次に，高齢者世帯の資産状況をみてみる。同じく平成13年度『国民生活
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図表13高齢者世帯の間で大きい所得格差
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　　　　　（備考）1．厚生労働省「国民生活基礎調査」（2000年）

　　　　　　　　2．世帯主年齢別・可処分所得金額階級（25区分）別のジニ係数。

　　　　　　　　3，所得のデータは1999年1月1日～12月31日までの1年間の所
　　　　　　　　　得。

　　　　　　　　4．ジニ係数を算出する際，各所得階級の平均値の代わりに中間値

　　　　　　　　　を便宜的に用いた。なお，所得最高額階級（2000万円以上）に
　　　　　　　　　は中間値がないため，総世帯の平均所得金額から逆算して求めた

　　　　　　　　　金額を代用した。

　　　　　〔出所〕　内閣府編集r国民生活白書（平成13年度）」30ページより。

白書』によると，貯蓄残高から負債残高を差し引いた金融資産額は，世帯主

が60歳代以上の高齢者世帯では，世帯主が50歳代以下の世帯に比べて高く

なっており，相対的に多くの金融資産を保有している（図表14）。そこで，

1989年から1999年までを5年間おきに，59歳以下の世帯主と60歳以上の

世帯主とに2区分したうえで，金融資産の保有をみてみる。1989年時では，

59歳以下の世帯主は1659万円保有し，60歳以上の世帯主は3067万円保有

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一39－　　　　　　　　　　　　　　　39
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図表14　高齢者で高い金融資産（貯蓄残高一負債残高）

q）金融資産（貯蓄残高一負債残高） ｛単位：ノ∫円）
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C3）　貯蓄残高と負債残高（1994年） げ津位：J∫［［D

世帯主年齢層　　貯蓄残高
負　債　残　高

住宅・土地　　住宅・土地を除く

v一　　　　均

30歳兼満
30　～　　39　r；，｛

10　～　49卜：】1文

50　～　59歳
60　～　　69　r：茂

70歳以　ヒ

】、318

4u三

7〔｝O

l．099

1509
こ．087

2．｛［60

40ア

187

492
54三

419
20ア

186

64
tJ’

ひ6

69

86
5｛［
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〔4）　貯蓄残高と負債残高（1999年） 〔単位；JiVl）

世帯主年齢層　　貯蓄残高
負　債　残　高

住宅・土地　　住宅・土地を除く

1／　　　　均

30歳　未満
30　　～　　39　t，iξ

4｛1～　49∫：茂

5〔1～　59歳
60　　～　　69　r：jtt

70歳以　上

L」52
365

70ア

1．1U8

1．618

2．189

2、ユ三3

48ア

254
710

75三

474
こ12

127

71［

三l

l
96
1；
；

（i藺考）1総務省「全国消費実態調査一によりfli成＝

　　　2　世帯1：の年齢階級別1川：〕1｝：あたりの金融資産（貯蓄残高一負f1‘i残高）．貯蓄残高，

　　　負債残高
　　　3　「金融資産∨は，貯蓄残高から負債残高を差し引いた純貯蓄残高

　　　41貯蓄残高」は，郵便局・銀行・その他の金融機関への預貯金，生命保険・損川1玩と

　　　険の掛金、株式・債券・投資信託・金銭信託等1の有価証券と社内頂金などの金融機関

　　　外への貯蓄の合計：rfl債残高」とは，郵f引司，銀行、’【三命保険会社，住宅金融公庫

　　　等の金融機関からのfll人金のほか，勤め先の会社・共済組合，親戚・）El］ノ＼からのfi‘ll：ノ＼

　　　　金および日賦・年賦の残高などの金融機関外からの借人金の合計
1川所1　内閣府］‖lli集『国民’k活〔1rl｝（平成13年度）』31，168ヘージより
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　　　　　　　　　高齢化福祉社会1！f源としての消費税の意義と改革課題（川i／】s／F市イ〈）

している。その格差は1408万円となる。そして，1994年時では，59歳以ド

の世帯主は1814万円保有し，60歳以1：の世帯主は3671万円保有している。

その格差は1857万円となる．最後に，1999年時では，59歳以下の世帯主は

1329万円保有し，60歳以ヒの世帯主は3971万円保有している。その格差は

2642万円となる。この推移からみて，60歳以Eのll」1帯が保有する金融資産

額は顕著に増加していることがわかる。また，金融資産保有額の格差は広が

るばかりであることがわかる。

　関連して，住宅や宅地資産残高を含めた実物資産と金融資産を階層別にみ

てみる、すると，高齢者では持家世帯が多く，持家世帯では，金融資産の少

ない高齢者夫婦においても，実物資産を3000万円近く保有している26）Tこ

うしてみると，高齢者世帯は金融資産を多く保有し，金融資産が少ない世帯

であっても実物資産はある程度保有しているとみなすことができる。

　ここで，所得と資産との関係についてみよう。平成13年度『国民生活白

書』によると，高齢者世帯1世帯当たりの平均所得金額である323万円に関

連する点については，300万円未満の世帯が6割を占めている。その世帯が

保有している金融資産額が，300万円未満の世帯も6割を占めている271．所

得が少なくても金融資産が存在すれば，それを取り崩しながら生計を立てる

ことができる．しかし，実際は，所得の少ない高齢者世帯は，金融資産の保

有額も比較的低い傾向にあるユ8），

　高齢者が保有している金融資産が家計を通じて消費に回されるならば，経

済も活性化し，消費全体の回復に役立つはずである。高齢者が所得を消費に

回さず貯蓄に充てた理由として，潜在的に将来への生活不安があることか

ら，これほどまでの金融資産を作り上げてしまった点があげられよう。高齢

になれば耐久財を購入する傾向は比較的に弱まり，反対に，生活必需品への

消費が強まることは確かであろう。しかし，これもおのずと限界がある。金

融資産を有していない人ほど，今後の生活を考えるようになり，したがって

消費については鈍化する傾向となる。
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　ヒ記でみてきたように，金融資産の保有が低い割合は6割にも及ぶ。その

他の4割がたとえ裕福であり，消費に回す財源を有していたとしても，経済

状況を勘案し，または将来の老後生活を見据えた結果，消費を控えているの

である。こうなれば消費は冷え込む。まずは，経済の活性化が重要な課題で

あり，これにともなって消費も活発になり，ひいては消費税収も潤うことに

なる．また，勤労世帯人日が相対的に減少傾向にあるので，世代やライフサ

イクルを通じた税負担の平準化を取り入れ，安定的な税収構造を目指すこと

が必要である。今後は，消費課税にウェイトを高めながら税体系のバランス

を図るべきである。以下，消費税制につき，国際比較を通してみてみよう．

　（4）諸外国の動向

　口本では消費税の呼び名が一般的であるが，諸外国では付加価値税（VAT＞

という名が一般的である。欧州を中心として，国や地方の財源を消費課税に

求める傾向が主流となってきている。近年のi三要国における総税収に占める

付加価値税（一般消費税）と消費課税（個別；削lf税）の比率をみると，消費課税

が占める割合が低下し，付加価値税は増加している（図表15）、同図表15の

付加価値税の割合は，全体として実際より少な日の数値になっているように

思えるが（特に西・北欧），そのまま掲載しておくことにした，付加価値税の

課税ベースをみると，ほとんどの国が財やサービスの取引を包括的に課税対

象としている口本のような消費税を採用している（図表16）。付加価値税の税

率については，OECD加Ill｛洛主要【玉iの90年代における税率の動向（1991年

と1998年）でみよう（図表1：）zまず，オーストリア，ギリシャ，アイスラン

ド，ポルトガルでは変化がなく，アイルランド，オランダのように引きドげ

られた国も存在する。しかし，多くの国では標準税率が引きヒげられてい

る．次に，トルコを除いてどの国も割増税率が廃止されている．最後に，軽

減税率については現状を維持しつつも，簡素化を図りながら引きヒげられて

いる，
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高齢化福祉社会貝］’源としての消費税の意義と改革課題（）11本／F［ii本）

図表15　0ECD主要国における付加価値税・消費課税の対総税収比率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔甲位’oo｝

1965年 1985年

A B A B
1997旦

A　　　　B

　　オーストラリア　　　7．4
連　オースト　リア　　　18．7

邦　　カ　　　ナ　　　ダ　　　17．8

国　　　ト　　　　イ　　　　　ソ　　　　　　16，5

家　ス　　イ　　ス　　　9・4

　　　ア　メ　　リ　カ　　　　4．8
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34．7　　　　1」．ユ　　　　26．1

31．1　　　　　15，8　　　　　24．6

ユ8．4　　　　　　9，3　　　　　17．6
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8．4　　　22，2

18．6　　　　　26．9

13，9　　　　22．3
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10．O　　　　　　l7，0
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12．一」　　　　　2ア，1　　　　　16．2

12．9　　　　　37．O　　　　　　l45

こ2．ユ　　　　　406　　　　　14．7
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36，4　　　　　20，7　　　　　35．9
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ユ3．」　　　　16，0　　　　25．5

23，6　　　　　　12，6　　　　　ユ2、4

27．7　　　　　16．」　　　　　26．6

〕8．9　　　　　19，5　　　　　33．4

12，1　　　　　撒．O　　　　I4．5

OECD　1「均

EU加鼎15力国

ll，9　　　　　35．9　　　　　15，5　　　　　3〔｝，7

13，3　　　　　36．2　　　　　16，6　　　　　3〔｝，1

18．0　　　　　3n，3

17．8　　　　2L）．3

（注）　A欄はVAT、　B欄は消費課脱の対総税収比率てある＝
（資！斗｝　 OE（二D，　R〔↓venl｛e　St，ltiStiCS、1965／1998、1999　EditiOn．よ 　｛）｛乍b又

〔川所1　日4〈租税理！論学会編1消費税法〕匝行10年』7ページより．

　こうした傾向には，EUの付加価値税の統合に向けた税率調整が影響して

いる．これは，「1992年10月の蔵相理事会での合意を受けて，同年12月付

加価値税修IE第6次指令が出され，↑1997年1月1日以降98年12月31日

の問については，加盟国は標準税率を最低15％以ヒとする，2軽減税率に

ついては，加盟国は1または2種類の税率を設定することが認められるが，

それらは5％以上でなければならないものとされた。また，この修正指令に

は組み入れられなかったが，さきの蔵相理事会では，割増税率やゼロ税率の

廃止についても合意された」2“））ためである。他方，発展途1i国では，免税制

度が広範囲にわたり実施されている。途［1国では先進国とは異なり，割増税

率を維持している国や標準税率も比較的低い国もある、このような措置がと

られる理由として，発展途ヒ国では先進国に比べ，経済発展が未成熟である

こと，かつ，税務行政が行き届いていなく，その水準が低いために所得課税
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図表16　諸外国の付加価値税の実施状況〈2001q三」月SE　k　J．〉
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高齢化刷1：社会‖†源としての消費脱レ，意義と改革課題（川右柿本）

図表17　0ECD主要国におけるVAT税率
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〔汀i）　1）　　Aは1991f卜1　idB邑／右　　Bは1998　fl三1月」見イ王の朽己弓く

　　2）　15““の調整売ヒ税（Har［11011iSct｛Sales　Tax）が適用されるのは州の小売売・ヒ税と連

　　　月；政府のGSrとが一一体化された川である　15°，，のIISTは8d）t）分が地方，7°・分が連月1

　　　政府に掃属する

　　㍉　1998f卜4日1日以降遁i用される悦率であろ

　　4）あろ種の芸術作品、骨董品1等の前入については．その、判引価額に拝票準税率が適用さ

　　　れるため、jE効税率は2．5％になる．

1出所1川魂税｝llぷ学会描費穂劫匝行10　fl三：10ヘーシよ1〕

が未発達であることがあげられる。また，国民の諸階層間において経済格差

が大きく，消費構造も階層的になっているため，複数税率や免税によって対

応せざるをえないためでもある（図表18）。こうしたなか1990年代において，

各国の租税に対する体系が変化しているrすなわち，「K．メセールによれ

ば，80年代と90年代では租税環境について，次のような差異が生じたとい

う、すなわち，Lr改革の対象が税務行政問題にシフトしたこと，2インフ

レが税収に及ぼす影響は後退したこと，3財政赤字，財政硬直化の問題が
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図表18　付加価値税率（標準税率）の国際比較
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oECD

〔備考）1．n本の消費税率51）“のうち1㌦は地ノ∫消費税（地万税）である
　　　〕　カナダにおいて：ま．連月；σ）財貨・サービス税　（付）川flt｛i値f；t）　の他に．　州によつ

　　　て小売売ヒ税「5；を課しているところがある　（例：オンタリオ州8％｝

　　　　アメリカは．州．郡、市により小売売卜税が課されている　〔例：ニューヨー
　　　　　クlii　825（㍉川

　　　」　1攻州川事会指イ†ては、標準税率を15t）“以llとするよう定めているカ＼2500以

　　　ドとするよう努めることについての合意か別途なされている
〔出所〕　税制、‖、1、1査会［；A”ll3［［］1基礎問題小委［i会」（1ド成14年511）よ：）

焦点になってきたこと，1貯蓄に及ぼす課税の影響に対する関心も後退し

たこと，15包括的課税からの乖離が進行したこと，6環境税が強調される

ようになったこと」「’0）などがあげられている。

　ヒ記六つのうち，U本にとっては3の財政赤字，財政硬直化の問題がこれ

からの税制に大きな影響を与えることになるのではないだろうか。OECD

I：要国の「租税体系」の1985年と1997年比較をみると，社会保険拠出金の

比率が90年代に人りヒ昇している．OE（二Dの平均では25％へと拡大して
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高齢化福k［lf’1こ会財源としての消費祝の意義と改・f『｛課題（lll49，「柿イ9

図表190ECD主要国の租税体系喘成比）
〔川1と：Oo）

個人所得　　法人所得　　社会保障

諜　税　諜　税　拠出金
　　　　個別消費VAT　　　　　　　　資産誤税　　　　課　　税

　　オーストラリア
連
　　オーストリア
1『1：　カ　　ナ　　　ダ

li三1　　ド　　　　　イ　　　　　ツ

家ス　イ　ス
　　　ーブ　　メ　　　リ　　　カ

1985　　1997　　1985　　1997　　1985　　1997　　1985　　1997　　1985　　1997　　1985　　］997

；ミ⊇；）ill㌫；：1；1：1｛蝿1：｝1i：1；liS　l；；

；；蕊一㌶；曇：1’籔騨lll　llll’ll］：；

　スウェーデン　r・，S．7　35．0　35　6．1　25．0　ユ9．2　1，1．0

単二三二：；．l　iil：111：；1：・12；：；コ；：l　lil：i

　；；i‡13：㍉g’lljl71：11’：：；i：：；i2：；

国fタリア　こ6．7こ5⊃　92　95r，1．733，5　H，5
　　　ス　　・x　　イ　　ン　　197　　こ1．9　　　5．2　　　7A　　41．3　　35．0　　14．7
家
　　　イ　　キ　　　リ　　ス　　　26．］　　24，8　　］ユ．6　　1こ．1　　17，S　　l二2　　15．5

　　　｜｜　　　　　　　　　イこ　　こ4．：　　ユ0．5　　ユ1〔！　　15．0　　3｛L3　　36．9　　　　一

1〕．6　　　工1，6　　　8．0　　　こ．3　　　3．9

20．7　　］83　　15．三　　　1．9　　　ユ．7

19．8　　　13．O　　　IL8　　　4．こ　　　3．4

11：；1：1；：1；t　｛ll

l芸　］；：；ユ㍑　；：1　㍉

19．5　　13．8　　139　　1こ，O　　lO．8

二．O　　　l〕．1　　　7．6　　　9、7　　1〔｝．8

（）E（：Dベドμ」　　　　　　　ユ9．7　　こ6．6　　　8，〔｝　　　8．S　　二2．3　　24．L）　　15，8　　1S．O　　l6．O　　lユ．4　　　5．1　　　55

EU　加11｛｛］5　カ「司　　　　〕8，〔｝　　こ5，5　　　6．4　　　85　　　28．撒　　ユS．6　　16．6　　17．8　　13．3　　11．5　　　3．8　　　4．5

　　　（、ECD、　Rei’e〃〃e　Sf‘IliStiC5、1965〆199cS’，1999　Editien．よ　iJ作≡f，」（

〔出所ll体阻税上1巨論学会編瑞費税1去殖r10仁巳ヘージより

いる、社会保険拠出金の比率が高い国はドイツをはじめ，オランダ，フラン

ス，スイス，H本，スペインなどである，対して，比率が低い国は，デン

マーク，カナダ，イギリスなどである。これらの国は，社会保障制度を主に

租税によって運営している国である＝1985年から1997年にかけて，社会保

険拠出金の依存度を高めた国は，H本，スイス，ドイツ，スウェーデンなど

であり，逆にスペイン，オランダ，フランスなどは低ドしている（図表19）．

　また，タックス・ミックスの在り方についても，国際的な論争が展開され

てきた，例えば，「Kメセールによると，1多くの国で所得課税から消費

課税へ重心を移せとする主張が強まったこと，2いくつかの国では，他国

と比べて競争．ヒの不利をもたらす要因となっている雇用税を撤廃して，付加

価値税へ転換すべきだとする提起がなされたこと，そして，3社会保障の

財源を被用者の社会保険拠出金ベースから所得税ベースへ転換する必要があ
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るのではないかという論争が展開されたこと」川があげられる．ここでも，

③の社会保障財源問題の重要性が指摘されている，被用者と企業が負担する

社会保険拠出金から，所得税を主とした租税への負担に変更するべきとの論

争の紹介である。

　こうした議論の中で，国際的な税制改革のうち，①所得課税中心の税体

系にするのか，それとも消費課税中心にするべきなのか，②所得課税中心

の租税体系をとるのであれば，消費課税の位置付けはどのように考えれば良

いのか，3付加価値税の福祉目的税化は是か非か，④高齢化社会が進展す

る中では，社会保障財源は社会保険中心方式が良いのか，それとも税中心方

式の方が良いのか，または両者を組み合わせたタイブが良いのか，といった

問題が提起されるに至った。以下で，これらのうち③を取り上げて検討した

い。

2　消費税福祉目的税化の意義と課題

　（1）消費税導入の経緯と消費税の位置付け

　口本財政は昭和40年の不況を機に，国債依存の財政運営を行うことになっ

たが，以来，国と地方ともに赤字財政運営が継続された。こうした財政運営

の厳しさも手伝って，昭和40年頃から，ヨーロッパ型の付加価値税が税制

改革の研究対象になっていった。おりしも戦後基幹税である所得税は，昭和

50年代後半から世界的には1980年代に入り，専門家の中からその欠点を指

摘する声が大きくなりつつあった32）。その論点は，二つのグループに分かれ

る。一つは所得税の累進性が経済活動にマイナスのインセンティブをもたら

すというものであり，この欠点を直すにはフラット・タックス（llピ税率制）の

採用が望ましいとされた。この考えは，所得税を廃止するのではなく，所得

税自体を簡素にし，これにあまり重心を置かないことを主張している。もう

一つは，所得税の代わりに支出税を採用すべきというものである。支出税の

　48　　　　　　　　　　　　　　－48一



高齢化福祉社会llt源としての消費税の意義と改・‘｝li課題〔川本用i杓

図表20　国税収入構成（直接税・間接税等）の国際比較
t　E｝lf、」《　：　　u∩　）

日　本　　アメリカ　　イギリス　　ドイツ　　フランス　　イタリア
年　　度　　直接　間接　直接　間接　直接　間接　直接　間接　直接

　　　　　税　　税等　　税　　税等　　税　　税等　　税　　税等　　税

1Fi，kこ　（1990戊　　　ア3．7　　26．3　　91．7　　　8，3　　59．ユ　　40．8　　5〔［．1　　49．9　　4〔L〔｝

3　（1991）　　73．3　　26，7　　9〔LS

l（1992｝　二〇．ア　ユ9．3　9t｝．3

5　（1993）　　　69．4　　30、6　　90．5

6　（1994）　　66．6　　33．」　　90．3‘

二　（］995）　　66．1　　33，9　　90，S！

一　　　　　　　　＼8　（1996）　　　653　　　34．7　　92．1．

9　（1997）　　63．4　　36．6　　92．6

116認：1：；il：；9i：：：

ヱ2（こ000）　61．3　38．7　93．3

92　　　56．9　　43　1　　　49，6　　504　　　40，6

9．7　　　55，9　　　44，l　　　！9、8　　　50．ユ　　　」9．二

9．5　54．1　45．9　47．6　5ユ．4　4〔｝2

9．二　　　54，0　　　16．｛｝　　　45，8　　　54．2　　　39．3

9．ユ　　54．9　　45　1　　　4二．9　　52．1　　　39．6

7，9　　　54．7　　　45．3　　　460　　　54．〔）　　　392

：A　　　56．9　　43．1　　　4Jx8　　54．こ　　　39，6

1：1；；ゴ已；：：；：19：ぶマ：1

6，ア　　　　　　　　　　　　　　　　174　　　52．6　　　－」3．4

間接．直接

税等　税

60．0　　5二2

59．4　　55．6

6｛｝，3　　58．5

59，8　　59，4

60．ア　　54．2

60，4．　54．，9

60．8　　　55，4

60A　　　56，7

6〔〕．4．　　S2、4

58，5　　　53．6

S6．7　　5こ．1

間接

税等

42．8

44．4

41．5

」〔｝6

45．8

45．ユ

」4．6

43．3

47．6

46．4

47．9

（資科）　財務省1：税局調

〔注）L　イギリスの数字は暦年計数である　ただし．1城9｛1渡から会計f｝こ数の計数による

　　ユ，ドイツの平成こ年は旧西ドイツ、’ド成3年以降は全トイツの数値である
：出所1　国税庁’統T；卜情縦一より　なお、英訳文なとは省略した．

考えからは，税の仕組み，税率についてはまちまちの見解が生じ，明快な答

えは出なかった、こうした二つの見解につき，「ペックマンが自信をもって

説明するように所得税を廃止した国はない」33〕。しかしながら，世界主要国，

特に英米両国の所得税の累進構造は弱められ，代わりに付加価値税に比重が

置かれるようになっていく，これは，直接税から間接税へのシフトである

（図表コ0）、

　日本でも，昭和60年代以降，国民の所得税負担に対する不満が増してき

たことによって，政府もこれに対応しなければならなくなった，すなわち

「国際的な税制改革の潮流にあわせる必要があること，これ以上所得税に

頼っても税収確保の点で無理がある，との理由で間接税の充実のためには，

その代替手段として所得税の減税を図る方がよいという判断」3！）であった。

これは，消費税を導入し，消費税と所得税の組み合わせで税収を確保しよう

とするものであった。

　ただし，EU諸国の付加価値税導入の目的と，日本が消費税を導入した目
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的とは大きく異なる面もあったことは確かである。EU諸国の付ノ川価値税導

人の日r1勺は「占くから，既存の多段階取引高税を導入」「’s〕しており，これを

改良して，さらに経済統合化にともない拡大して現在に至っている．これに

対して，日本が消費税を導入した直接目的は，国債依存が続く財政赤字の拡

大であり，それに加えて，高齢化社会を目前にした社会保障関係費の増加で

あった、当時，直接税の改・判こよる財政赤字の是正が困難であったために，

所得税中心の税体系から消費税へ比重を移すこと（直間比率のJt｜ll）によって

財政赤字を解決しようという考えであった。時が経って，今日の財政赤字の

原因には，社会保障の充実にともなう年金給付にかかる経費や，医療費の増

加があげられる。さらに，バブル崩壊による不景気が重なったことにより，

法人税，所得税がともに減少したために，より一層財政赤字が膨れヒがる事

情もIJ【］わった、こうした状況にあるため，社会保険料や個人の所得税に対す

る増税は困難になり，なおかつ直接税の負担が不公平（特に水河白不公平〉で

あるという亡張が存在することで，所得税の増税は不可能に近いというのが

実情である＝

　いま’つに，口本の消費税はそれを導入するさい，動機が「唐突」であっ

たことも指摘されよう。もとをたどれば，1979年の’般消費税の元尊入が試

みられた時は，財政赤字を縮小することがヒな目的だと考えられていたが，

そσ）後，福祉充実のためというH的に転化していったのである、すなわち，

「日本の人［1が急速に高齢化するので，年金，医療，介護を中心として社会

保障関係費が増大することになる．そのための財源対策を検討するとき，国

民負担率の1二昇は現行制度を前提とするかぎり，大幅なものとならざるをえ

ない、年金等の受給者は高齢化とともに増加するが，勤労川帯数は減少傾lli」

にあり，社会保険料，租税負担の上昇は不可避な状況にある、そこで低税率

でも，かなりの税収を安定的に確保できる付加価値税が有力な候補としてEfil

視されるに至った」「’（“といわれていた，そうすれば，当初は財政赤字縮小を

図るため，後には福祉のためを口実として，消費税が「場当たり的」に導人

　　　50　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　5θ　一



　　　　　　　　　高齢化福祉ト1二会財’源としての消費脱の意義とt’（　・‘1’］：課題（川イミJlli本）

されたのかとの疑いも’kじよう＝

　政府税制調査会前会長であった1川藤寛氏は，後に雑誌のインタビユーで次

のように本音を述べられている、「消費脱を導入した］13，高齢化社会に備え

るためと言われ，われわれ税調もそう説明しましたが，本当はあれは，ああ

言えば一般の人にわかりやすいからということでもあった、消費税の本当の

意義はそういうものではないんです，暗い徴税である所得税を減らす分，明

るい消費税を増やすという考えがlllしい」37‘，つまり社会保障費の増加を見

据えて，これに対応すべきためとの目的は，必ずしも最初からあったわけで

はないということになる．

　しかし導入の背景，動機がどうであれ，消費税は今や基幹税の・つとな

り，今後の税財政にとり，特に福祉財源σ）手段として決定的な役割を担わさ

れるに至っている一そこで以ド，消費税の役割を「福祉目的財源fヒ」の視点

力・ら耳《り11（デよう，

　（2）消費税の福祉目的税化の意義と福祉プログラム

　消費税を円的税化した場合，かえって財政全体の硬直化を招くことになる

のではないか，諸外国でもこれを［MIJ化しナご判列は見当たらない，したがっ

て，消費税を福祉日的税化することについては慎1毛に検討すべきであると，

税制調査会の答叩では述べられている、ところが他方で，将来の税財政を考

えるうえで，社会保障給付の増JJ［］にいかに対応すべきなのかが重要な課題と

なりつつあり，そのため財源として消費税の充実が不可避であるのであれ

ば，福祉目的税化も検討に値するとの考えも，答川では述べられている，こ

れについては，消費税の福祉H的税化は，将来の税財政の在り方に大きな影

響を及ぼすものであるため，少なくとも社会保障経費については将来に負担

を先送りするのではなく，消費税の充実によって対応していくというのであ

れば，あえて消費税を福祉H的税化する意義は見出せないのではないか，と

の反論もある。
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　．一体，消費税の福祉目的税化が検討される理由はどういったものであるの

か、それは，国民年金のみならず，厚生年金の未納者や未加入者の増大によ

る「年金の空洞化」が進行していること，第3号被保険者の問題を解消する

ため，また消費税を財源とすることで高齢者世代にも負担を求めることがで

きるといった点が大きな現実問題をなしているからである。

　実際，平成11年度と’F成12年度の予算において，国分の消費税収を基礎

年金，老人医療，介護に充てることを予算総則に明記するという事実上の

「消費税の福祉目的税化」，いわば聞接的な形での，緩やかなFl的税化が行わ

れている。平成11年度j”算においては，国分の消費税収が7．3兆ITJである

のに対して，社会保障対象経費として充てられる税負担（国，地方言D額は基

礎年金が4．3兆円，老人医療が3．9兆円，介護が0．6兆円の合計8．8兆円と

なっている。平成12年度予算においては，国分σ）消費税収が6．9兆円であ

るのに対して，基礎年金が45兆【iJ，老人医療が3．3兆円，介護が1．3兆円

の合計9．0兆円となっている、そして，平成14年度予算においては，国分

の消費税収が6．9兆円であるのに対して，社会保障対象経費に充てられる額

は基礎年金が4．8兆II」，老人医療が3．8兆円，介護がL5兆円の合計10．1兆

円となっている，こうした推移からすれば，税収全体としても，ましてや国

分の消費税収のみでは必要不可欠の1二要福祉財源を賄いきれないのが現状で

あり，なかでも対象経費として基礎年金の占める割合は大きい。

　基礎年金財源確保のために，消費税を福祉目的税化する政策には，いくつ

かのメリットがある。第一に，社会保険料方式では，どうしても現役世代中

心の費川配分になりやすい、しかし，消費税であれば，高齢者にも応分の費

用を分担させることができる。第1に，消費税収人の一定割合を年金目的税

化し，基礎年金給付の全部または大部分を国庫負担に切り替えることができ

るのであれば，行き詰まっている国民年金財政を持続的に安定させることが

できる，それに，老後生活において，最低所得保障を確立することができ

る，第二に，消費税の福祉目的税化を実施するならば，増税の提案と一緒に
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検討され，国民を納得させうるだけの社会保障計画を提示しなければいけな

いことになる。社会保障の充実と効率が促進されるようになる。第四に，消

費税の逆進性問題があげられる．財源が最低限生活のための保障を確立する

ために使用されるのであれば，それ自体が逆進性批判の対応策になりうる。

第五に，被用者と法人企業それぞれに高齢者保障のツケが回されすぎている

とする社会不満を緩和させ，日本企業が国内のみならず国際競争力をつける

ためには，消費税への依存を高めて企業負担の保険料を低くすることが効果

的な政策となりうる，などの諸点である。

　消費税の福祉目的税化を提案するためには，社会保障全体について計画を

策定しつつ，その中で目的税と結び付けられる支出項口については，具体的

な計画を提示しなければならない。この福祉計而と消費税の増税が国民に納

得されるためには，福祉計画の内容が説得力をもつものでなければならな

い。そこで，高齢者介護保障の確立に努めるとともに，公的年金と医療保障

について効率化，重点化のために抜本的な見直しを含む長期展望を提示する

ことが望ましい「’S〕。このように考えて，今後実施すべき政策課題を検討する。

　第一に，不況が長引く口本経済において，景気回復を念頭に置いて安定成

長を軌道に乗せることができなければ，消費税の増税は話にならない、しか

し，老後の生活保障のためのセイフティネットを整備するための基本方針は

増税の時期とは切り離して，すみやかに確定することが必要である：19）。セ

イフティネットの不備は，将来生活に対する国民不安の高まりが家計におけ

る消費を控えさせることの原因となっているのであり，またこのことが不況

から脱出する機会を遅らせている要因にもなっているからである．

　第二に，福祉財源を確保するための増税を提案する以前に，歳川の効率を

見直さなければならない。道路特定財源のような特定財源は，目的税である

ために，かえって既得権化による非効率な運営が行われる原因にもなってき

たことを考えると，重点的な支出項目見直しによって効率よく運営される必

要がある。
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　第三に，社会保障給付の重点化のためにも年金改革がきわめて重要であ

る、改革の基本方針としては，公的年金は最低所得の確実な保障を最重点課

題とし，　1階以一ヒの部分はスリムにするとともに，できるだけ互助努力，白

助努力を促進すべきであろう40），基礎年金給付費の’卜額を国庫負担で賄う

という方針はすでに政治的に決定されているのであるから，その前提に立っ

た年金財政の長期展望試算をできるだけすみやかに公表することが望まし

い。そして，国庫負担率引き上げの次の段階では，完全な税負担方式への転

換をも検討課題とすべきであろう！l〕。

　ただし前述のように，屯要なことは，社会保障給付のために充当される支

出のうち，どれほどの規模を目的税として賄い，どういった給付を日的税とし

て関連づけるかを決定することである、そのさい，日的税として消費税が形

のうえで社会保障財源に充当されるとしても，実際には，他の目的のために

流用されるのではないだろうかという国民の懸念を払拭させるために，国民

と契約することである。また，租税収入総額に対して，社会保障に充当される

割合が引きドげられないことも，制度として政治1白に保障する必要がある．

　今後，基礎年金，高齢者医療，介護を含んだ社会保障にかかる費用は，福

祉目的税の対象とされるIi！能性がある，この三分野のうち福祉H的税化が早

期に考えられるとすれば，それは基礎年金であろう。基礎年金の国庫負担に

ついては，これから必要とされる財源111の算定が比較的に見積もりやすいこ

とがその理由の一つである、さらに，全国民が基礎年金の受給者になると確

約しうるからである。この理由から，さしあたり基礎年金財源として消費税

の福祉日的税化が妥当と考える。ただし前述のように，消費税のどれだけを

目的税として充当するかについては，諸要因を十分に検討したうえで弾力的

であって良いと考える。

　いずれにせよ消費税率アップが不可避となっている現在，税率アップは税

制そのものの欠陥と一体的に，あるいは欠陥の是正は先行して行われる必要

がある，次にこれを取リヒげることにしたい。
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III消費税制の改革課題

1　消費税の逆進性緩和策

　消費税は，その負担が増加すると所得に対し逆進性が強まるという問題が

ある、日本の消費税は単・税率を採用しているため，所得階層別に｝1［］費性向

をみれば低所得者ほど負担が重くなる傾向をもつ．したがって消費税の引き

llげによる影響はノくきい．

　そこで，食料品などの生活必需品に非課税品目の拡大を考えた場合，ゼロ

税率にする場合，そして複数税率を採用した場合を検討する、

　（1）食料品などの生活必需品を非課税品目とした場合

　消費税の非課税取引の範囲（ま土地や金融にかかる取引など，消費に負担を

求めるという悦の性格1二課税することが馴染まない分野や，医療福祉教育な

ど政策的な配慮によって非課税とすることが必要な分野に限定されている，

これに関連して，消費税の所得に対する逆進性を緩和するために，食料品な

ど0）生活必需品を非課董｝色品目にすべしという指摘があるが，広く薄く公平に

負担を求めることができるとされている消費税の特徴を維持するためには，

たとえ食料品であっても非課税範囲の拡大を行うことは適’iiでない，と税制

調査会の答川では述べられている．

　しかし，消費税がもつ逆進性を少しでも弱め緩和するために，f劫［1価値税

を採用している諸外国においては，食料品に対して非課税措置を方匝す国や標

準税率に対して低い軽減税率を設けている国が多い，ただしその場合，消費

税率はLI本よりずっと高Hに設定されている（前掲図表18および［’Sll　．？2　21），ここ

で，食料品を非課下；こ品目とした場合，どれほどに逆進性を緩和できるのであ
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上記中，圏が食料品に係る適用税率である。

　　　　なお，食料品の範囲は各国ごとに異なる。未加工農産物など一部の食料品に

　　　ついては上記以外の軽減税率等が適用される場合があり．また，高級な食料品

　　　については標準税率が適用される場合がある。

　　　2　欧州理事会指令においては，ゼロ税率及び50／・未満の軽減税率は否定する考

　　　え方が採られている。

〔出所〕税制調査会「第13回基礎問題小委員会」（平成14年5月）より。

ろうか。以下，食料品に単一税率が課税されている場合と比較する（図表22）。

　静岡大学税制研究チームによる資料では，消費税導入当時の家計の消費税

負担率と食料品を非課税にした場合の負担率とを比較している。ここでの消

費税負担率とは，消費税導入にともない物品税などの既存間接税を廃止した

ことによる価格低下分を考慮し，年間消費税負担額を年収別に計算し，これ

をそれぞれの年収で割り，負担率を求める方法である。図表22のように，

高所得者になればなるほど税率が低くなり，右下がりを示すのが逆進性があ
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図表22　食料品非課税などによる逆進性の変化
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°

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，49　　　　　（1）食料品非課貌ケース（平均｛L74°。）

（ll）食料品ゼロ税率ケース（平均o．66°e）

　　　　　　　11
　　　　　　　　　1　　　　11　　　皿　　　IV　　　V　　　U　　　I，I　　　I五　　　IX　　　X　　　平均

　　　　　　　　こ｛［9　　3｛13　　3b8　　4］u　　」り1　　三5s　　634　　二33　　St　：LJ　　l．3．1［）　59三

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年収川分位Uj円）

　　　　（注）　現行ケースとなっているが，これは消費税導入当時の税率30hである、

　　　　〔出所：　静岡大学税制研究チーム『消費税の研究』167ヘージより、

る証拠である｛コ），図表では現行ケースとなっているが，これは消費税導入

当時の税率3％の算出であることを断っておく。

　その結果，消費税導入当時の負担率は，最低所得階層で1．499bになり，最

高所得階層で0．63％となっている。これに対し，食料品を非課税にした場合

の負担率は，最低所得階層で1．19％になり，最高所得階層でO．S30／oとなっ

ている。ここでの格差は2倍にも広がることになったが，所得階層別でみる

と著しいといえる格差は生じていない、

　（2）　食料品にゼロ税率を採用した場合

　食料品などの売上に対して非課税にするとともに，それに対応する仕入に

ついての税額控除も認めることによって，消費税の負担が一切生じないよう

にする仕組みがある。この仕組みは，消費税率をゼロとして課税を行った場

合と同じ効果が得られるため，ゼロ税率と呼ばれている．
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　ゼロ税率の設定にともなう欠点は，第・に，消費税の負担をまったく負わ

ない分野を作ってしまい，消費一〃般に広く公平に負担を求めようとする消費

税の1指に反することになる、第二に，消費税の課税ベースが大幅に浸食さ

れることになり，安定でしかも一定税収を確保するには，ゼロ税率による減

収分を標準税率の引きヒげによって補うことが必要になることも事実であ

る。第ミに，恒常的に消費税の還付を受ける事業者が増加し，「拝業者間の不

公’ドを生じかねない。さらに，これにともなう事務負担，コストが発生する

という問題がある。ゼロ税率を設定するにはこうした影響が生じるため，欧

州理事会指令においてゼロ税率を否定する考えが採られている，

　ここでも，静岡大学税制研究チームによるシミュレーションから，消費税

導人’［i時の単一税率が課税されている家計の消費税負担率と食料品にゼロ税

率を適川した場合とを比較し，どれほど逆進性が緩RIされるのかを検討する

⑭掲図表2ユ）．その結果，ゼロ税率を適用した場合の負担率は最高所得ll酬・1

では0．98｛］・oとなり，最低所得階層では0．49°，bとなっている、これは，消費

税導入当時の家計の消費税負担率と食料品を非課税にした場合の負担率とを

比較した場合に比べてみて，逆進性が緩和されることを示すものである

　（1）（2）の結果からいえることは，食料品を非課税］lrll］目にすることやゼロ税

率を適川した分については，消費税による負担率が若f’低ドするということ

である。しかし，両者によって逆進性は若「緩和されるが，依然として2

倍もの格差は解消されていない．食料品に単・税率をもってii’llt税している現

状から，逆進性の緩和のためには，食料品を非課税Illll｜目にする方が良いの

か，それともゼロ税率にする方が良いのかと問うならば，ゼロ税率の適川に

よる方が望ましいことがわかる．

　単一税率で課税されている消費税負担の現状からみて，食料品を非課税1［lil

目とした場合の効果があまり現れなかった理由として，たとえ食料品を非課

税にしたとしても，食料品の価格が，食用原材料以外のコストにかかってく

る消費税分だけは」二昇せざるをえないという捌青がある，これは，単なる非
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課税の場合には，食料品の原材料0）一部に含まれる　「隠れた消費税」が消費

者負担になるということである431＝結諭からすると，食ド［品の非課税品n

とゼロ税率のそれぞれの適川は，どちらも逆進性について若「の緩和効果は

期待しうる，しかし，すっきりと逆進性を緩和させることはできないだろう

ということである、

　（3）　複数税率の採用

　複数税率を採用する目的は，消費税がもつ逆進性を緩和させるという一言

に尽きる、消費税率が低い時は，消費税の逆進性と所得税の累進性によって

負担の公’r性がある程度実現される．その結果，税体系全体でみた場合，そ

れほど重大な不公平負担問題には発展しない．しかし，消費税率が大きく引

きヒげられることになると，消費税の逆進性は拡大することになり，負担の

公’ド性が損なわれる可能性が大きくなる一負担の不公平性を解消する有力な

方法は，複数税率を設定すること喰隔占なとを低率1二する）と現行の帳簿方式

を改めることである，

　帳簿方式のもとでは，仕入にさいして前段階の税額が明記された！l：送り状

つまリインボイスや，税額票が発行されない・このため，仕入控除方式の現

行消費税制では納税額の計算は帳簿上で行うことになる．現行では，帳簿ヒ

で売上税額と仕入税額を計算し，累積課税を排除している，単一税率で帳簿

方式を採川している現状では，帳簿上で簡単に計算ができるため，各事業者

の納税事務負担を相当程度打IIえることができる．しかし，逆進性緩和の観点

から，複数税率を導人し食料品などを低税率にした場合においては，帳簿11

で税額計算を行うことは困難になる，すなわち，複数税率を適川した場合，

各商品について納税額を計算しなくてはいけないために複雑さが増すのであ

る。また，食料品の価格ヒ昇を防ぐために，仕人に含まれる税額を還付する

必要も生じる＝「たとえば，生鮮食料品のみを扱う小売店があったとしよう＝

この小売店の仕人れた食料品は，中間段階で輸送のさいに，保冷凍を使川
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図表23食料品の各流通段階における課税・非課税取引の比較

○　仮に，食料品の譲渡に係る消費税を非課税とした場合でも，製造・流通段階における各事

　業者は，機材や運送費などの仕入れに係る消費税額をコストとして価格に転嫁するので，食

　料品の価格が完全に5％分下がるわけではない。

O　レストラン等の飲食サービス（主要国でも標準税率で課税されている）の場合には，食料
　品の仕入額の中に溶け込んでいる消費税負担額を含めた価格に消費税が課税され，いわゆる

　課税の累積が生じるため，食料品が課税の場合よりかえって値段が高くなる場合がある。

食料品製造業 卸売業者

〔食料品課税の場合〕

囎

25－15

　＝10
5－30

　＝5

小売業者 消　費　者

s・：8■

睡璽1一課税
［：二二］＝非課税・不課税等

〔出所〕吉田和男『21世紀日本のための税制改正

　　り。

Vストラン等

　　・・；98　■

01
：；1回

間接税・消費課税の改革」107ページよ

し，さらに，段ボールにパッケージされていたとしよう。この食料品の仕入

価格には，ゼロ税率の適用される食料品のみならず，消費税が課税される段

ボールや輸送コストが含まれているのである」44）（図表23）。

　しかし，仕入に含まれる税額を還付しようにも，現行の消費税方式では還

付すべき税額を正確に計算することはできない。その点，EU諸国は複数税

率を適用するとともに，日本とは異なりインボイス方式を採用している。イ

ンボイス方式では，単一税率であってもなくても納税事務負担度はさほど異

なることはなく，負担度は同じとみなせる。また，納税額は商品ごとに発行

されるインボイスに記載された税額をもとに計算できる。商品を売買する各

事業者は，売上にさいし発行されたインボイス（税額を記した送り状）に記載
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された税額を推計した仕入税額を差し引くことによって，納税額を【王確に計

算することができる、そのさい，複数税率としてゼロ税率を適用したとすれ

ば，仕入にかかる税額の還付をインボイスによって受けることができる。こ

の点が，帳簿方式との大きな違いである。前段階税額控除を行うことで，多

段階課税における課税の累積を排除できるのである．

　複数税率が適用されているEU諸国では，標準税率の下限が150・o以上で

あるため，多くの国で軽減税率が採用されている（前掲図／（　21）。比較的に標

準税率が高い国は，軽減税率を設定しているケースが多い。しかしながら，

例外の国も少なくない、デンマークでは標準税率が25％と最高でありなが

ら，軽減税率は設けられていない，このほか，中国やニュージーランド，イ

ンドネシア，フィリピンも同様である。また，標準税率が低い国でも軽減税

率を設けている国がある。EU諸国と比べ標準税率が7％と低いカナダでも，

食料品については税率o°／oのゼロ税率を適用している。このほかにもオース

トラリアがあげられる。また，標準税率が高く設定されていても，食料品に

ついてはゼロ税率を適用しているアイルランド，イギリスがある、

　諸外国の軽減税率の事例として，イギリスでは従来からゼロ税率を採用し

ている。対象品目として，食料品，旅客輸送，そして新築住宅建設などがあ

げられ，主として必需品に適用している、フランスについては，5．590と2．196

の2種類で軽減税率を設けている。軽減税率5．5％では，ミルク，ヨーグル

ト，コーヒー，紅茶，フルーツ，ジュースなどの非アノレコール飲料と医療，

書籍，旅客輸送などがあり，ここにも食料品が含まれる，軽減税率2．19ie、で

は，社会保障制度で支給される医療や新聞といった，ごく限られたものに適

用されている。カナダでは，食料品に加えて農水産物，医薬品にゼロ税率が

適川されている。最後に，ドイツでは，食料品，旅客輸送の…部に軽減税率

7％が適用されている。

　LJ本の場合，軽減税率はなく，例外として一部非課税が設定されているだ

けである。非課税の理由としては，「税の性格上，課税の対象とならないも

一
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の」と「社会政策的な配慮に基づくもの」とされている。

　このように，複数税率を採用している諸外国では細かく軽減税率が設定さ

れている。LI本の非課税の考え方と同様であるが，これに該当する分野につ

いては非課税扱いしたり，ゼロ税率，軽減税率を適用したりして，一般国民

の生活面に十分に配慮した政策がとられているのである，このため，軽減税

率についての規定が細かくなってしまい，税制が複雑化していることはいた

しかたない。また，付加価値税の特徴である「効率的歳人」をあげることが

できなくなっている面のあることも否定できない。

　しかし，国民生活の観点に立てば，このような「税収1・分確保」問題とは

切り離して考えなくてはならない。消費税の導入当時は，いかに事業者に納

得してもらうかが焦点であったが，消費税率アップを考えなければならない

今後は，消費者に納得してもらうために，消費税の逆進性緩和策として軽減

税率の採用を考えたり（ただし標準税率が，政府税調σ）いうようにおよそ1：）°“以ヒ1こ

なった時），インボイス方式への移行を考えることが必要となっているのであ

る、

2　消費税の益税問題と縮小対策

　消費税率の引きkげにともなって軽減税率を設ける場合，単一税率時にお

ける税収よりも軽減税♪宇の分が減少する．さらに，ゼロ税率を適川すれば税

収は一層1威少する．したがって，減収分の税収を補うためにも，当初17，Eさ

れていた標準税率よりも若干引き上げられた標準税率が適川されることにな

る、ここで，消費税制度による中小事業者に対する特例措置が問題となる＝

これは，消費税導入にさいして中小事業者の事務負担に配慮し，実務の簡素

化のために設けられた制度のことであるが，この特例措置のうちの免税点制

度と簡易課税制1変が思わぬ副産物として「益税」を生じさせることとなり，

消費税制に対する国民の信頼感を大きく損なうことになっているものであ
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る，益税とは，消費者が支払った消費税のうち国庫に納入されず，業者の手

許に残ってしまうものである，

　現行消費税制度のままで消費税率の引きヒげが行われたならば，今まで以

ヒの益税が発生することになる、そこで，益税を縮小させるために免税点制

度，簡易課税制度の見直しを検討する．

　（D　免税点制度の見直し

　小規模な事業者の事務負担や税務執行コストσ）配慮から，基準となる課税

期間における課税売ヒ高が3000万円以下の事業者に対して，納税義務が免

除される。この制度を免税点制度という，この制度を適用している事業者

が，消費税分として仕入価格の上昇分を1：回る価格の引き上げを行った時

に，その差額として益税が生じることになる。

　実際に益税が生じる原因として，最終小売段階で免税事業者が存在する場

合と中間取引の段階で免税事業者が存在する場合があげられる。

　まず，最終小売段階で免税事業者が存在する場合をみよう。免税事業者

は，本来であれば，その店舗商品の付加価値に消費税率を乗じただけ安く購

人できるはずである，しかし実際には，課税事業者と同様に同じ価格で商品

を販売していることが多い、この時，付加価値に税率を乗じただけ益税が生

じることになり，その事業者の収入になっている，次に，中間取引段階で免

税事業者が存在する場合ではどうなるのであろうか。購人者は仕入にかかる

消費税を控除できるので，免税事業者からの購人であっても課税事業者と同

様の価格で購入するであろう．この時，免税事業者は付加価値に税率を乗じ

た額の益税を得ていると考えられる。

　こうした二つの場合で生じる益税を縮小させるための対策を検討する，最

終小売段階や中間取引段階で免税事業者が存在する場合，単純に考えれば免

税点の引き下げが検討される．しかし，免税点を完全に無くすことはできな

い。最終小売段階で免税づ喋者が存在する場合の益税縮小策は「〈課税業者
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証明〉を税務署が発行し，これを店頭に表示させることが考えられる。この

表示がない店舗は免税業者であることが一目瞭然だから，消費者は安い価格

で要求できよう。免税業者であることが分れば，客が集まって売り上げが伸

びていることを考えれば，免税業者が反対する必然性もない。免税という税

制上の特権が与えられている以上，消費者はその恩恵にあずかる権利があ

る。この方式は事務的にも簡単だから，ぜひ導入すべきである」4「’）と野口悠

紀雄氏は提案している。「最終小売段階においては，帳簿方式，インボイス

方式のどちらを採用しても，他の条件が同じであれば免税業者の存在が経済

活動に非中立な効果を及ぼすことはない」4ω。

　次に中間取引段階に免税事業者がいる場合をみよう。EU型のインボイス

方式では，免税事業者はインボイスを発行することができないため，課税事

業者と免税事業者との区別ははっきりしている。しかし，帳簿方式では仕入

が課税事業者のものなのか，それとも免税事業者のものであるかは，明らか

でない。このため，免税事業者からの仕入についても課税業者からの仕入で

あるとみなして，仕入控除を認めざるをえなくなる。つまり次の課税業者

は，免税業者が負担していない税部分を余分に負わなければならなくなる。

そのさい，免税業者がそのことを隠して税を負担したように偽って販売した

とすれば，その部分は益税として免税業者のものとなる。インボイス方式に

すればそうした益税は無くすることができるのである。

　以上免税制度の問題点を指摘したが，免税点制度の主旨からすると，免税

点の完全廃止は考えられない。では，免税点の水準をどこで線引きすれば良

いのだろうか。日本では，現行の免税点水準は前々課税期間の課税売上高が

3000万円以下としている．これに対して主要国における免税点の適用条f’1：

は，フランスでは前歴年の売上高が291万円で，かつ当暦年売上実績が329

万円の場合である，ドイツでは前歴年の売ヒ高が179万円で，かつ当暦年の

売ヒ見込額が540万円の場合である。イギリスでは，当月以後1年間の課税

売上見込額が904川［］，もしくは当月の直前1年間の課税売ヒ高が939川ll
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図表24　主要国の付加価値税における中小事業者に対する特例措置の概要

　日　本　　　　フランス

前々誤税期間の
諜税・売上高

　　　　　11｝1弩．年の

簡　　　前々諜陀期間

　　　　　　　　　　　（20｛｝2年1月現在）

　　ドイ　ツ　　　　イギリス

”t 誓年の　　　　　　　　　’‘｝ilの直｝｝i∫｜年間の

売上高　　　　　　　　　ノこヒ　　　　前暦年の〔実績｝
　　　　　　　　　　見込慈　　　　　ゲ［三ヒrピli

易 ／

課 2億円 フ

税 約
制
度

‘・］1

の

適
用

上
限

　　329万円
　　　291万円

　　　」1　　　t

フォルフェ月訓［芝　（協

‘約課税制度）1三平成1
］1　行三　1　月　よ　り　序琶IE．　ノ

　　　　．｛皇税売ヒ高
前暦年の
　売卜高　　　’tE目以後工年問σ）

　　　　　　　課税売ヒ見込額

5川フ∫「「］

　　119万円

’平均率烹税制度）

939万円 rr

L）　‘　｝　ヒ｝　　　J　j幽　E　1．1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’”．　麻　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほほ　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一声］一一＿

（備考）1．フランスlkびドイツの免院点制度はt前暦フ｝三皮び当暦年の年間売ヒ高（又は見込

　　　額）の要件をいずれも満たしている場合に適用、なお．フランスては’li暦年の売ヒ高

　　　が329万円を超えた場合，その月の初日から特例6）適用はない、

　　　　また．フランスでは物品販売・宿泊施、没業の場合，年間売ヒ高が前暦年824万円か

　　　つ．当暦年907万円Lソ下の場合に適用
　　　2．イギリスの免税点制度は，当EI　o）　Lt’i：前1年間の課税売上高と’［i日以後1年間の課税

　　　売上見込額の要件のいずれかを満たしていれば適用、ただし，翌3｛｝日間の課税売卜

　　　局が939万円を超えると見込まれる場合は，翌30日間の初日から課税事業者となる．
　　　3・邦貨換算には，次の換算率・t．　iitいた　1ユーV－io8円，1ポンドー1ア4円

〔出戸斤〕　税制調査会「第13川基礎問題小委員会」いr成14年5月）より

　　キ芋’・Eσ）’J、．売菜者：二対・

しピこノこ　ト税套頁σ）簡r更謝・

‘算を認める特例は存在

寸るが、我が国のよう

な仕入税額の簡便計算
を、認める特例は設：ナら

れていない，

の時に適用される。この3国と日本を比較すれば，おのずと日本は高い免税

点水準を設定されていることに気づく（図」（　24）。当然，免税点水準は引き下

げられるべきである。

　こうした状況を踏まえ，政府税制調査会は，平成15年度改IEで法人の免

税点を撤廃し，f固人事業者に限り1500万li」ないし1000万円程度に引き下げ

たうえで免税点を残すことに決定した47）、

　ここで，免税点を1000万円以下と設定した場合，平成12年度における事

業者免税点制度の適川状況から判断すると，免税事業者は183万8000業者
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図表25　EU加盟国における事業者免税点制度（200三年8｝］現nl）

国　　名　　日　　本 フランス ドイツ イギリス

免税点の
　　　　　3000万円
水　準

1前暦年310万円前暦年191万H直前1年1U28万11j
　　かつ　　　　　　　　かつ　　　　　　　　まナこ：ま

当暦年350万円当暦年575万円1以降1年991万円

標準税率 500 19．600 1600 17．5エ）o

国　名！フィンランド テンマーク オランタ　　1スウェーデン　ルクセンフルク　ヘルギー
　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　

　
‘

免税点の

水　準
95万円

　　　　年税額20万円
32万円　以ドの者は納付
　　　　．税額を軽減

なし 115万円　　64万円

標準税率 2200 2500 19Q・，） 250。 15g・｛） 21％

国　名　アイルランド　イタリア　　オーストリア スペイン　　ボルトガル　ギリシア

免税点の584万円（サービ
　　　　　　　　　　　30万円水　　準‘ス業は292万円）i

125万円 なし 114万円　1204万円

襟準税率 200《） 2000 20％ 1600 1ア％ 180“

（備考）1　フランス，ドイツ及びイギリスについては平成14年8月現在．その他の国につい

　　　ては〕こ成13年8日現在の税制に基づく＝

　　　ユ　川貨換算には．次の換算率を用いた．

　　　　1ユーロ＝115円，1ポンド＝187P］，1フィンランドマルカ＝19円，
　　　　1デンマーククローネ＝16円，1ギルダ＝52円，100ペルギーフラン＝2851［1、

　　　　1〔｝Oリラ＝6円，100オーストリアシリング＝8361】L1（）Oエスクード＝57円．

　　　　100トラクマ＝34円
〔出所〕　税制調査会「第19同基礎問題小委員会」（平成14年1011）よ1）．

であり，全事業者のうち31％に当たる。従来からの制度からすれば約半分

に引き下げたことになる。しかし，1000万円まで免税点を引きドげれば益

税問題が解決したとみなすことについては疑問である。諸外国の免税点制度

の基準からすれば，もう少し引き下げうる余地があるのではないだろうか

（図表ユ5）：

　（2）　簡易課税制度の見直し

　簡易課税制度とは，一定規模以下の中小事業者については，その事務負担

への配慮から選択によって，売上にかかる消費税額を基礎とすることによ

り，仕入にかかる消費税額を簡易な方法によって計算できる制度である。基
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準期間における売ll高が2億円（2004年4月以｛｛斧は5000ノ∫円）以ドの事業者が

簡易課税制度の適川を受ける旨の届出書を所轄税務署長に提出した場合，そ

の翌課税期間以後において，その課税期間における売ヒにかかる消費税額に

みなし仕入率を乗じた額を，仕入にかかる消費税額とみなして仕入税額控除

を行うことができる。このさい，免税事業者は対象から外れることになる、

　簡易課税制度においては，実際の仕人率よりも適川するみなし仕人率が低

い場合に益税が生じる。実際に，この時の差額に税率を掛けた分だけ益税が

生じることになる。ここで，益税の縮小策を検討する。

　簡易課税制度を適用する場合，課税売ヒ高さえわかれば納付税額が計算で

きるようになっている。簡易課税制度に対する批判は，実際の仕人率がみな

し仕入率よりも低い場合に起こる．実務においては，実際の仕入率がみなし

仕人率よりも大きい事業も存在する（図表26）。しかし，このような事業者は

簡易課税制度を選択しなくてもすむために，別段の不利益を被ることは少な

い。簡易課税制度を選択すると，2年間は継続適用しなければならないため，

創業時などの大規模な設備投資を行ったり，初期在庫を購入したりすると，

多額の課税仕入が’kじる可能性がある．逆に売上は事業が軌道に乗るまで停

滞した状況が続くことも多い。これは，課税仕入が課税売上を大きく上回る

可能性が高くなることを意味する一この場合，仕入にかかる税額の還付を受

けることができず，投資計画の失敗が予想される。

　こうしたことを考えれば，益税を最小限に抑えながら納税事務の簡素化を

図るため，みなし仕入率を実態の仕入率に合うようにしていかなくてはいけ

ない、導入当時のみなし仕入率は909b，80　9・oの2区分しかなかったが，そ

の後70（）f6，6090が追加され，さらにrloof6が追加され，現在では5区分に改

善された、しかし，現実問題として，同じ事業区分であっても扱う商品に

よっては実際の仕入率は異なることになる。したがって，事業区分を細かく

区切っても，実態に完全に合わせることは不可能である、みなし仕人率を実

態に合わせようとすることは必要であるが，それよりも適用一ヒ限を引き下げ
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図表26　事業区分別課税仕入率《個人・法人計》

　　　　　（平成12年度サンプル調査）

〔f上ノ＼裏｛°（1］）

10（1

91）［二二ニーコ可顯二二：
80

70

6（1

訓

」D

30

　　　第1種　　　　第ユ種　　　　第3種　　　　第4種　　　　第5種礪蜴｛嘆区分〕

（備考）1．イ頃II課税適川者の課税仕入率は，国税庁の申告事績（売F．2億円以卜0）’摘責）に基

　　　づくものてある，
　　　こ．簡易課税適用者の課税仕入率は，全国12の国税局（沖縄国税【1溺所を含む．）から

　　　抽出した売ヒ2億1［1以ドの簡易課税適用者4、438者について，決算辞等を基に消費税
　　　　の課税仕人率を推司’した＝

　　　3．　恒」易，1果｛兄の‘宴業レく：分L（よ）」このとおり＝

　　　　第1種は「卸売業」，第2種は「小売業」，第3種は「製造業等」，第4種は「第1

　　　種から第3種及び第5種以外」，第5種は「サービス業等」をいう
〔出所1　税制、1｝、冒査会「第19【【1｜基礎問題小委員会」（平成14年10H）よ1）．

ることで対処すべきである。そこで，政府税制調査会は，簡易課税制度に

ついて「基本的には廃止の方向で検討する」48）としている。これは，「’杓戎12

年度課税仕人率の実態調査について」の調査結果から判断されている（図表

27）。

　益税が大きく発生している簡易課税制事業区分は，第5種の不動産，サー

ビス業，そして運輸・通信業である。これらの本則課税適川者の課税仕人率

（課税ll：入高／課税売1：高）を順にみると，それぞれ93、6％，852（）f6，74、50／6と

なっており，みなし仕入率は50％である。そして簡易課税適用者の実際の

課税仕入率はそれぞれ44．3％，39。9％，そして36．0〔↓6となっていて，かなり
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　　　　　　　　　　　図表27　業種別の課税仕入率実態調査

1．概　要
　消費税の課税事業者における課税仕人率（課税仕入高／課税売卜高）の実態を把握するた
めに実施一イ9則課税遠川］M一については．国税庁の申告’狂績（売卜2［1瓢円以ドの’lf績）に基づ

　（ものであり、簡易課税適用者については．売上ユ億円以ドの簡易課税適用者σ）中から抽出

　した者の決算，i｝等を基にii‘i費税の課税仕人率を試算

　（注）　簡易課税適用？iについては、申1㍗拝績から克際の仕入税額を把握することができな

　　　いため（みなし仕入税額で申告）、決算書等から課税仕入額を試算する必要がある

2．調査について

（D　調査対象者

　　　個人事業者：平成巳1ド分．法ノ＼：’ド成12f卜度iliに終tすろ／［業年度分

　　1　本則課税適用者

　　　　国税庁の課税事績による売・ヒこ億円以ドの事業者66万9千者（個人ユ0万9千者．法
　　　ノv46ノ∫者）．

　　2　簡易課税適用者（サンプル調査）

　　　　全国1ユの国税f、、）（沖祈琶国税事務所を含む）から抽出した4、43S者（個ノ、1、670者、法

　　　人2、768者）

　　　　（注）　兼業による影響を排除するため，　｝：たる業種の売ヒげが7500以11のものをサ

　　　　　　ンフノレ調査の対象とした　なお、不動産業については，不動産売買業（簡易課税

　　　　　　の事業区分第1腫（卸売業）、くは第ユ種（小売業）と不動産賃貸．管理及び仲介

　　　　　業（簡易課税σ）’拝業区分第5種）が混在することから．明らかに不動産の売買を

　　　　　　行っていると認められるものは調査対象から除外している．

〔2）課税仕入率の試算方法（サンプル調査）

　　　課税仕入率の試算に’t］たっては，決算書等の売ヒ原価及び販売費般管理費等の必要経

　　費額から，給料手当，L払保険料等の課税仕入に該当しない額を控除する方法で課税仕人

　　高を把握・なお，課税仕入と非課脱lll人（不課税を含むりが混rEする可能性σ）ある費Uに

　　ついては，　・定の仮定をおいて試算．

3，調査結果概要

ミ繊⇒撒覧。麩・撲1瞬・盲・．器璽
　　　　　　　　　　　　　　　　‘　　　　　　　　　　‘　　　　　　　　　　．

倒］適胱89．4・・185．6・・175．7・・1　86．1”・，80．7・・173．8f）1，‘68．6り・85．2・・．74．5・・lg3．6・・

fit’i易）適用　者　　81．7vo　　75．40c，　　61．8∩（）　　5920D　　54．：iut，　　57，lf，（，　　56，80“　　　39．9ee　　36，〔｝tl〔p　　4－1、3D《1

；；；；…9・・⇒…者il・・〔賭暗・・3∋22コ11…1者1121者…9・

簡易事業区G）第1種第2種 ’市
工
Ft

e
l

W
昧 第4種 第5種

みなし
i仕入率9（ド’°8°川 70％ 6D㌦ 5〔｝oり

〔川所〕　税制調査会「第1911rl基礎問題小委員会二中1え成14年1〔［月）より

の格差が生じている。次に顕著な業種は，農林水産業と鉱業である。これ

は，その他の業種も同様である。比較的実態に合っているのが，第1種の卸

売業である。この場合においても，みなし仕人率は90％であるのに対して，

課税仕入率は81．7％であり，格差が8．3％になる。
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　この結果，第5種をはじめとしてすべての業種から益税が発生しているこ

とになり，益税を縮小するためには簡易課税制度も廃止すべきという結論に

達することになろう。

　しかし，本当に簡易課税制度を完全廃止すべきなのだろうか。消費税制度

の透明性を高めようとする目的は埋解できるが，もしこれを廃止するなら，

厳しい経済状況の中で健闘している沢山の中小零細事業者が税の負担増とな

る見直しで，経済の長期低迷ぶりを考えれば，あまりにも厳しい政策であ

る。そこで，過度に中小零細事業者に対して負担を負わせることなく，益税

を縮小させるためには，簡易課税制度とともに免税点制度をどの水準まで引

き下げることができるとみなしうるだろうか。

　久乗哲氏の論文「消費税に関する考察一一消費税の簡易課税；1∫1渡，免税点制度

適用上限の引ドげによる税収分村〒　」では，消費税の簡易課税制度の適用」二限

を5000万円に，免税点制度の適用上限を500万円に引き下げた場合，どれ

だけの税収がヒがるのかを分析されている49）。久乗氏は，「納税事務の簡素

化というメリットを残しつつも益税を回避するためには，免税点制度，簡易

課税制度それぞれの適用ヒ限を引下げ，みなし仕入率を実態に合わせていく

という方法しかない。また，諸外国に比べると適用上限が高い、」と考えて

おられる。

　久乗氏の分析結果は，消費税の簡易課税制度の適用上限を5000万円に，

免税点制度の適用上限を500万円に引きドげることが可能であるとしてい

る。すなわち，「現行の簡易課税制度，免税点制度による税収は，国税，地

方税合わせて9315億7300万円である。（現行簡易課税制，免税制がないと

仮定した場合の）全産業消費税合計額は2兆4105億4461万3千円であるか

ら，その差額1兆4789億7161万3千円の益税が発生していることになる．

これは消費者が負担した消費税相当額のうち，半分以ヒが国庫に納税されず

に事業者の壬元に残ってしまうことになり，消費税率にすると国税地方税分

合わせて0．80／bに当たる金額である。よって，消費税の簡易課税制度の適川
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図表28 現行簡易課税制，免税制による益税推定値

　　℃ド成15年度改ri　r．以前）　〔単位：f・FP

業 種 消費税額
卸　売　業　・…・…・…・…

小　売　業・・…・……一

飲　食　業

農　　業・…一・一・

林　　　業・・・・・・…　一

漁　　　業　・・・……　一

鉱　　業…一…一
建　設　業・・…・一・・・…

製　造　業・……・………

電気・ガス・熱供給・水道・

運輸・通信業一…・・…

金融・保険業・・・・・・…

不動産業・・・・・…　……

サービス業・・・・・…一…

］23、497、556

299，97ユ．288

1こ3，90こ，7S4

15，486、991

　2、813．928

　6、2ア6、667

　4、799，385

47L859、662

396、809，839

　3、243、777

11］、io8．127

12215，4〔10

1〕ア．635、405

709、923、8〔レ4

現行簡易課税制，免税制がないと

した場合の全業種消費税額　（1）
2，」10，ri44、613

現行簡易課税制度と免税点制度に
よる税取　　　　　　　　　　　〔2）

931．573．000

現行制度ドでの益税額 （3） 1、4フ8，971．613

　　　　　　　　（注）　（3）＝（1）一（2）

　　　　　　　　〔出所〕　久乗哲税理ll事務所ホームヘージ（2DO2年）

　　　　　　　　　　より作成．

上限を5000万円に，免税点制度の適用上限を500万円に引ドげることが可

能」50）（図表　28）との見解である、

　この適用上限の引き下げには賛成である。現行免税点制度は3000万円で

あるが，平成15年度税制改正によって1000万円以下まで引き下げられる見

込であり，現行簡易課税制度も2億円以ドから，見直しによって1億円以ド

にまで引きドげられることが見込まれている（2004年4月から実施されることに

なった）。平成15年度改正で，免税点が1000万円に引き下げられると，免税

業者は平成12年度の368万人（全体の62・・）から231万人（39．oo・）へ減少す

ると見込まれるが，それでも約4割が免税業者である、

　EU加盟国では，免税点制度の水準が国によってまちまちであるが，免税

　　　　　　　　　　　　　　　一71－　　　　　　　　　　　　　　71



点最高水準に設定しているのはイギリスである。その免税点は見直し後の口

本の水準に近い。免税点最低水準を設定しているのはスウェーデンとスペイ

ンである。両国はともに免税点を設定しておらず，さらに，標準税率も25％，

16％と高い。EU加盟国の免税点制度から判断すると，限られた事業者しか

適用されていないようになっているかもしれない。つまり，政策免税点以下

の事業者は，本来転嫁できないはずであるが，意図的に転嫁することによっ

て利益を得ようとするよりも，インボイスの発行による課税事業者への転身

という「犠牲」を払う方が，得られる利益がより大きいと考えて未然に益税

発生を防止しているのだと考えられる。ここでも，インボイス方式の効果は

現れている。しかし，口本では帳簿方式の採用により，インボイスの効果を

備えていないため，本来は，消費税を転嫁できない事業者が転嫁することに

よって，利益つまり益税を得るうまみを与えてしまう。これは，帳簿方式の

欠点であろう。帳簿方式を維持していくのであれば，このようなルール違反

に対しては何らかの罰則を設けるべきではないだろうか。

　しかし，すべての事業者がうまみのある益税を本当に得ているのであろう

か。日本における事業者の大半は中小零細事業者である。厳しい経済情勢の

中で企業活動を行っている。そのため，中小零細事業者は取引の力関係か

ら，本来ならば転嫁できるはずの消費税を転嫁できずに，仕方なく消費税相

当額の値引きに応じている事業者も存在するはずである。また，倒産すれす

れの状況で経営している事業者もいるはずである。そうなれば，益税の恩恵

を受けても，これは微量ながらも運転資金に投人されていると考えられ，こ

うして事業者にとっては益税の問題よりも倒産の問題の方が先行するという

のが実態なのではないだろうか。このように考えると，益税の縮小対策とし

て，免税点の水準を一度に大きく引き下げることは適切でなく，いくつかの

段階を経ながら久乗氏のいわれるように，適用上限の500万円に引きドげる

べきであろう。

　これに対して，簡易課税制度はさらに大いに問題がある。原因はみなし仕
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人率を適川していることである、前述のように，‘1喋区分を大き日に設ける

ことによって，益税を生じさせている問題である。そもそも同業であって

も，販売にかかる原価は多種多様である，また，みなし仕入率をどの業種で

適用するかによって事業者の損得が決定するので，事業者にとっては有利な

業種を選択し，そのみなし仕人率を適用する．その結果，益税が発生するこ

とになる。各業種の仕入率を見直しするには大きな困難が生じるため，どう

しても妥当であろうと考えられる水準で線引きをしなければいけないが，こ

のような対策を講じても，現実には多くの益税が生じている。

　免税点制度，簡易課税制度のどちらも，適用上限の引き下げは必要である

が，しかし，どちらをもう少し引き下げるべきかと考えると，簡易課税制度

である。本稿執筆時の水準は2億円以下であるが，久乗氏はその四分の一ま

で引き下げることを提案しておられ，それは十分可能だと思われる（2004年

4月から：・OO〔｝川リ以下に引き1ぐげられた）。こうした見直しで，消費税の欠点が改

善され，国民がもつ消費税への不満を払拭することができる。消費税率の引

き上げには，国民の消費税制度に対する信頼1生を高めることが必要である。

おわりに

　消費税の目的税化には，受益と負担との関係を明確にしておくことがきわ

めて重要になる、国民年金の主旨は，老後生活を安心して送るための年金制

度であるから，すべての国民に対して，給付されるべきものである、負担の

而からみれば，老後生活を送るためには現在から老後にわたって滞りなく生

活に関する消費が行われなければならないが，生活に関する消費は，主に衣

食住にかかるものであり，国民の営みを考えれば消費全般にかかるものが対

象になる。すべての所得から貯蓄を差し引いた金額が消費に支払われたとみ

なせば，老後までの期間で多額の消費税額が積み、lflてられたことと同じにな

る。
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　こうして，消費税が基礎年金財源に充当されるのであれば，消費税収の確

実な徴収が不可欠となる。そこで，消費税制度の信頼性を高めるためにも，

益税に対する国民の不満を解消しなければならない。その方策として，免税

点制度，簡易課税制度から生じる益税の解消が考えられるが，今日厳しい経

済情勢の中に置かれている事業者，特に中小零細事業者の健闘ぶりを念頭に

置けば，完全な益税解消は望ましくない。しかし，免税点制度，簡易課税制

度のさらなる段階的な引き下げによって益税が縮小されるなら，消費者に

とっても消費税制度への信頼性が向上するであろう。

　また，必要とされる基礎年金財源などが不足であれば，消費税率を引き上

げなくてはならないが，この時に生じる逆進性の緩和として，食料品の非課

税やゼロ税率，軽減税率といった複数税率の導入を検討する必要がある、ま

た現行の帳簿方式では，個々の商品についての税額を明確に計算できないた

め，これが行えるインボイス方式への移行が望まれる。インボイス方式は税

額計算だけでなく，課税の転嫁が適止に行われるメリットを有する。食料品

に対する逆進性緩和策として，インボイス方式のもとでは，ゼロ税率の適用

が好ましい．あるいは税収確保の観点からすれば，軽減税率の適用が望まし

い。

　このような対策を講じたうえで，消費税の基礎年金財源としての目的税化

を考えても良いのではないだろうか，本稿では基礎年金以外の老人介護費，

老人医療費の検討，基礎年金と生活保護費との関連などについての検討をな

しえなかったが，いずれも今後の課題としたい。

　　：注：

　1）　原川泰『人【｜減少の経済学』PI－IP研究所，ユ001年，173ページ，

　2）　税制調査会「第13回基礎問題小委員会」平成14年5月lo口開催，

　3）　佐1蔭晴彦「産業連関分†斤による消費税収推計」r中央大学経済研究所年報』（中央

　　大学経済研究所）31、2000年，288ヘージ。

　4）　Y・野【E樹／近藤学／宮原信吾『受益と負担の経済学』口本評論社，1999年，41－
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